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午前１０時００分 開会 

○田村委員長 ただいまから予算決算委員会を開会いたします。 

 本日は、お手元に配付いたしております日程書に従い、予算総括質問、決算総括質問の

順に、当委員会に付託されました予算及び決算関係議案８件に対する総括質問を行います。

委員は質問席において、当局は自席にて起立の上、発言をお願いいたします。 

 それでは、日程第１、議案第８３号及び８４号の２件の議案に対する予算総括質問を行

います。 

 初めに、よなご・未来、土光委員。 

〔土光委員質問席へ〕 

○土光委員 土光均です。私は、議案第８３号、令和２年度米子市一般会計補正予算（補

正第８回）の中の買って応援よなごプレミアム付商品券事業、これについて質問をしてい

きたいと思います。 

 まずこの事業について、これまでいただいた資料の範囲では、詳細が今一歩分からない

ところがありますので、その辺に関してお聞きしたいと思います。まずこのプレミアム商

品券を発行するという事業、これが使える、いわゆる対象の事業者はどこになるのでしょ

うか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 買って応援よなごプレミアム付商品券についての対象事業者について

でございます。使用可能店舗につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けら

れました小売業、生活関連サービス業、宿泊・飲食業等の市内中小企業者を対象とする考

えでございます。なお、家電、衣料、家具等の量販店やコロナ禍にあっても売上げが減少

していないようなスーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエン

スストアなどの業種は、対象外とする考えでございます。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 今のこの対象事業者、どこかということに関して、要は一つは、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けた事業者、この影響を受けたというのは、多分売上げが一定

限度減少したとこだというふうに理解します。それから、市内の業者であること、もう一

つは中小事業者、この三つを満たす、そういった事業者が対象事業者として考えていると

いうふうに理解していいでしょうか。それから、この影響を受けたというのは、売上げが

一定限度減少したということだと思いますが、どのくらい減少したか。例えば、５０％と

か、３０％とか、その辺のところをどういうふうに考えているのでしょうか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 
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○杉村経済部長 先ほどの売上げ減少の率等についての御質問ですけども、私が御答弁い

たしましたのは、業種ごとに判断しておりまして、現在市内のどの業種がコロナ禍の影響

によって減少しているのかということを、ある程度調査で把握しておりますので御答弁申

し上げましたのは、一店舗一店舗の売上げ現象ではなくて、そういった現象があった業種

を対象にするといった考え方でございます。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 それからもう一つ、市内の中小事業者、市内というのは明らかなのですが、

中小事業者を対象とするというふうなところを考えたときに、米子市内で中小事業者以外

のところは、つまり大事業者という言い方はしないですけど、それはどこかなと思ったの

ですが、今の答弁で具体的には家電とか衣料とか家具等の量販店というのは対象とならな

い、そういうふうな理解でよろしいでしょうか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 御質問ありましたとおり、家電、衣料、家具等の量販店は対象外とする

考え方でございます。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 この対象事業者に関して、細かいところはちょっとまだ疑問点はあるのです

が、この辺は委員会の具体的な審査に譲りたいと思います。基本的に対象事業者がどうい

うところを設定しているかというのは分かりました。それから、このプレミアム商品券を

購入できるのは、米子市民のみというふうな理解でいいでしょうか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 購入できる方につきまして、御質問のとおり米子市民のみを対象とする

考え方でございます。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 この米子市民というのは、米子市に住民登録をしている。つまり住民基本台

帳に載っている、米子市に住んでいる方という理解でいいですか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 基本的には住民基本台帳に載っている、住民登録をしてらっしゃる方と

いうこともございますが、いろいろと長期に仕事等で滞在していらっしゃる方もあるかも

しれませんが、原則的には、住民登録をしていらっしゃる方という考え方でございます。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 これって実際、募集するときに対象かどうかというのは必ず線引きをしない

といけないと思うのですが、今のその原則としては云々というのはちょっと理解ができな

くて、例えば、住民基本台帳に載っている人というふうにすると、外国人籍でも一定程度

米子市に住んでいれば住民票を取得できますから対象になるというふうに思います。それ

ともそれ以外にもっとちょっと広く考えているんですか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 基本的にはここにお住いになっていらっしゃる方ということで、御質問

のとおり、住民基本台帳に登録していらっしゃるということで外国人の方も含めてでしょ

うから、そういったことを登録していらっしゃって、住んでいらっしゃる方、ということ

を対象とするという考え方でございます。 
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○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 それから、対象が米子市民、総額は額面で７億円の商品券を米子市民が購入

するときに、１人当たりの購入できる上限額というのはあるのでしょうか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 １人当たりの購入上限額についてでございますが、少し前提を含めて御

説明いたしますと、商品券の額面は１枚当たり１，０００円でございまして、これが７枚、

７，０００円分をワンセットといたしまして、これを５，０００円で販売するという考え

方でございます。お１人当たりの購入上限は、その１０セットを上限にしたいというふう

に考えておりまして、券面額でいいますと７万円分、購入額としては５万円が上限となる

という考え方で事業を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 これは確認なのですが、１人当たり１０セット、対象者は米子市民、当然米

子市民は、子ども、それこそ赤ちゃんも含まれますから、ある世帯で子どもがいれば、赤

ちゃんがいれば、その人数分、その申請云々の手続は、ちょっと今は分かりませんけど、

それも１０セット分を購入可能だという扱いになるということでしょうか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 その辺りのところも含めまして、事業の詳細を検討しているところなん

ですけども、基本的には先ほど申し上げましたように、米子市に住んでいらっしゃる方、

そしてお１人当たりの上限は１０セット、券面で７万円分ということで考えておりまして、

幼児の方を対象にするかどうかということも含めて、世帯の考え方もあろうかと思います

が、少しそういったところも含めて今後詳細には考えていく必要があるのかなと思います

が、原則的に今私が申し上げましたように、米子市民を対象とするという考え方で言えば、

その幼児の方も、ただお申込みのほうは往復はがきでお申込みいただくわけですから、そ

ういった事務的なことも含めて、今後その内容は詰めていきたいというふうに思っており

ます。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 その辺の細かいところは委員会の審議に譲りたいと思います。あと実施時期

に関しては今どういう予定でしょうか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 実施時期についてでございますけど、今議会で御承認いただき予算化さ

れますれば、委託事業者との契約、取扱い店舗の募集等、速やかに事業を開始いたしまし

て、１１月上旬から商品券が使用できるようにスピード感を持って対応してまいりたいと

考えております。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 大体の概要というか、詳細は分かりました。 

次に、この説明書で、これの事業、経済効果額が７億円というふうに表現してあります。

私、実は、経済効果、これまでもいろいろな事業で経済効果幾らというのは、いろいろ書

かれていると思います。まずお聞きしたいのですが、経済効果という言葉の定義をどう捉

えていますか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 
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○杉村経済部長 これはそれぞれの事業によって経済効果は異なってくるというふうに

思っておりまして、例えば、産業連関表等によって幅広い影響が出てくるといった取組も

あろうかと思います。今回の経済効果につきましては、消費をそれだけ底上げしていくと

いう考え方で取り組む事業でございますので、券面額の７億円というものが消費のアップ

につながっていくという考え方ですので、その券面額の７億円を経済効果としたところで

ございます。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 再度お聞きします。この事業で経済効果が幾ら、７億円という、今こういう

考え方で７億円という説明をいただきましたが、まず経済効果というのはどういう意味、

つまり定義という意味です。経済効果という言葉は、どういう定義として捉えているので

すか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 先ほど申し上げましたように、これは地元経済にその事業が及ぼす効果

がどのぐらいあるのかということが、経済効果であるという意味合いであるというふうに

理解しております。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 一般的に経済効果という言葉、例えば辞書とかいろいろ見ると、経済効果と

いうのは、ある事業をしてその事業により新規に需要が発生する。その額を経済効果、こ

れが私は定説だと思っています。ただ、新規に需要がどのくらい発生するかというのは、

いろんな計算の仕方、いろんな考え方があって額は一定にはならないかもしれないけど、

少なくともある事業をすることによって新たに生まれる需要、これのことが経済効果だと

思います。そういった意味で見るとこの商品券を発行することで、実際、額面７億円の商

品券が発行されます。多分、商品券だから買った人はほぼ使うと思います。だから７億円

の需要というか消費、それは当然出るだろうと思います。でもこれって、この事業をする

から７億円が新規に新たに出るというふうには私は思えないのです。つまり、何を買うか

いろいろですけど、もしこのプレミアム、この事業がなくても市民は必要なものは買った

り、必要なところには出かけて行ったり、それは一定程度します。ただし、この事業をす

ることによって、新たにプラスアルファが生まれるというのは分かるんですが、７億円ま

るまるが経済効果というのは、私はちょっとそういうふうな言い方には違和感があるので

すがいかがでしょうか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 少しお考えに違いがあるのかも知れませんが、あくまでも、今回のプレ

ミアム商品券は、先ほど申し上げましたように、１，０００円単位ということになってお

りまして、釣銭は出ないということになっております。したがいまして、例えばお使いに

なるときに、ぴったり１，０００円ごとということになればそうかもしれませんが、プラ

スアルファでお買いになる部分も当然あろうかというふうに思っておりまして、先ほど申

し上げましたように、上限が７万円分ということです。例えば、７万円を超えるようなこ

とにお使いになるということも発生してくるわけでして、ある程度そういったプラス効果、

あるいは普段お使いになっているものにお使いになることもありましょう。そこんとこま

でのそれぞれのお買い求めになった方の行動までは把握できませんので、その辺のプラス
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になる部分と、通常お使いになっている部分、買物をされている部分をある程度差引きし

て、経済効果が７億円出てくるんじゃないかという考え方をしているところでございます。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 だから今の答弁でもこれをすることによってプラスアルファの消費が想定

される。つまりある程度のプラス効果は期待される。それはそうだと思います。私は経済

効果というのは、そのある程度のプラス効果とかプラスアルファの部分、これが経済効果

というふうに言うべきだと思っています。だから、まるまるとにかく、額面の額全てを経

済効果というのはいかがなものかと思っていて、表現としては、想定される売上げ額、消

費額というふうに言ったほうが適切ではないかというふうに思います。これは意見という

ことでお聞きいただければと思います。 

 それから、この事業の財源を見ると、全額が国庫支出金、具体的に財源名としては新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、これから全額、つまり上乗せする部分と

事務経費が全額出るという事業となっています。この新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金、これはどういったものかというイメージをつかみたいので質問をします。

この事業では全額補塡されるという前提での事業ですが、この交付金の使用の用途制限と

いうのはあるのですか。 

○田村委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 この新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の用途に

ついてでございますが、この交付金の目的は、既に皆様方に御説明させていただいたかと

は思いますが、国の要綱等によりますと、いわゆる新型コロナウイルスの感染拡大の防止

及び感染拡大の影響を受けている市民生活や地域経済の支援を通じた地方創生を図ること

とされておりまして、感染症への対応として、地域の実情に合わせて必要な事業であれば、

るる申し上げましたけども、原則として、支援制限はないということでございます。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 だからそういった新型コロナウイルス対応で、各自治体が有効な施策、事業

であるというふうに判断して行うものは、基本的には対応される。多分、額に上限がある

と思いますので、その辺はあると思います。少なくとも用途制限はそういった感じ、これ

ちょっと具体的にお聞きしますけど、例えばですけど、米子市の場合はそういう例はない

ですけど、休業要請をした場合の休業補償をしたとすると、それはこの交付金は使えます

か。 

○田村委員長 八幡総合政策部長 

○八幡総合政策部長 仮の御質問でございますので、詳細には実際に実施する際には検討

した上での御答弁ということになると思いますけども、先ほど私が申し上げました交付金

の目的等、これは新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び影響を受けている、そういう

市民生活や地域経済の支援を通じた地方創生ということでございますので、その趣旨から

言えば、それは対応になるものかというふうに考えております。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 そうなんですか、私、これはホームページから得た資料ですが、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、これのことだと思います。これは内閣府地方創

生推進事務局というところ、これでこういった交付金があります。こういった事例があり
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ます。様々な資料が載っていました。この中でＱ＆Ａというのがありました。そこで、例

えばこういう用途は使えるか、みたいなＱ＆Ａでいろいろ説明があるのですが、その辺は

把握していますか。 

○田村委員長 八幡総合政策部長 

○八幡総合政策部長 個々の内容について、今、ここでということではないですけども、

当然事務方としては、その辺りは把握はさせていただいておると思います。先ほど委員の

ほうからお問い合わせがありました部分について、これは原則のお話ですので、例えばこ

れを実際に対応するのかどうかということになりましたら、既にいろいろな政策で出てい

る交付金等の、これは重複があってはならないですし、その辺りのことについては、精査

する必要があると思います。ただ、今の御質問については、現時点では私どもがそういう

検討をさせていただいておりませんので、あくまでもこの一般的な趣旨から言えば対象に

なるということを申し上げさせていただいたということでございます。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 今ここで具体的に細かいことをお聞きするということよりも、この交付金が

どういった性格のものかというイメージを把握するために、ちょっとお聞きしています。

先ほど紹介したＱ＆Ａによると、事業者への休業補償、つまり休業要請して休業補償、つ

まり損失補塡、これは使えないというふうにＱ＆Ａでは書いてありました。その代わり、

それと似ていますけど、事業者への協力金とか家賃補助、これは単なる損失補償じゃなく

て新型コロナウイルスの対応策として有効だと考えて事業者に家賃補助をするとか、こう

いった名目で協力するとか、それは対象になるというふうに書いています。身近なとこで

紹介すると、例えば指定管理者とかの当然こういった時期ですから、入場者、入場料金が

減る。それの損失補塡という言葉は使っていませんけど、そういったことに関して交付金

を出す場合、これは対応になると書いています。もっと言うと、今回の議会でも議論にな

りましたけど、上下水道の減免をする。これも対応だというそういった内容があれば、こ

れもこの交付金の対応になるというふうに書いてありました。その辺はそういうふうな理

解でいいのでしょうか、分かる範囲で。 

○田村委員長 八幡総合政策部長 

○八幡総合政策部長 そういうようなＱ＆Ａがあるということは承知はしておりまして、

今回あくまでも本議会に上程させていただいているものについては、そういうものは全て

クリアしているということで御理解いただけたらというふうに考えております。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 それからこの交付金を米子市が使える上限額は決まっているんですか。 

○田村委員長 八幡総合政策部長 

○八幡総合政策部長 この臨時交付金の上限額についての御質問でございますけども、こ

の臨時交付金の上限額といいますのが、当然、本市の単独事業に対する配分額というのが、

現時点で約１５億９，５００万という額が配分されておりますので、その配分額の１５億

９，５００万円というのが上限になるものと考えております。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 分かりました。米子市が使える、こういった交付金の用途に合致する事業で

使える額は約１５億ということですね。分かりました。あとこの事業に関して質問をしま



－8－ 

す。この事業、つまり、今のこの時期、米子市として必要なというか有効な施策として、

この商品券の事業をするというふうな提案だと思います。お聞きしたいのは、どういう現

状分析、今の米子市の状況が事業者とか、米子市民が、どういう状況で、このプレミアム

商品券を発行するというのが、多分一番有効だからこれを予算案として出したと思うんで

すが、これがなぜ有効だと考えているか。別の言い方をすると、この事業をすることによ

ってどういう効果を期待しているのか。ということに関してお聞きをしたいと思っていま

す。その前提ということで、今日、質問資料ということでお配りしています。そのことを

ちょっと確認して先ほどの質問のことを答弁いただければと思いますので、まず質問資料、

これパネルにもしましたので、こういう状況ではないかと私は思っているので、それを前

提で答弁をしていただければと思っています。ちょっと映してもらえますか。手元にある

ものと全く同じものです。よく議論で、経済が大切か命が大切か、そういった話がありま

す。これは両方とも、どっちかというじゃなく、両方大切、それも決まっていると思いま

す。このパネルは私なりに考えました。今の経済が回るというか、それはどういう状況の

ことを指すか。今はどういう状況なのか。コロナのことで何が問題でいわゆる経済が回っ

ていないのか、というのを少し考えて整理した図です。これって、市民、大きく分けて、

これポンチ絵だと思ってください。市民がいて事業者がいて、通常は市民が事業者に対し

て、要は物を買う。これ物じゃなかったらサービスを買う。この赤色の部分はお金の流れ

を整理してみました。市民が事業者に対して購買する。物でもサービスでも、それに対し

て事業者は市民に物とかサービスを提供する。こういったお金の流れが想定されます。当

然事業者は市民を雇用しています。賃金の形で市民にお金が還元されます。もう一つは、

事業者自身が、例えば、店舗改装とか仕入れとか、事業者から事業者に当然お金が回る部

分があります。だから、大きく分けてお金の流れというのはこの３つではないか。市民か

ら事業者、事業者から市民、事業者間で、という流れではないかと私は思っています。コ

ロナの状況で何が問題になったかというと、三密を避けるとかといったことで、市民が事

業者に、例えば、外に出かける、外食をする、飲みに行く、そういったことを自粛という

ことで、このお金の流れが非常に細くなってしまった。そうすると事業者は、お金が来ま

せんから、賃金として支払う、この流れも細くなってしまった。当然、事業者同士も、つ

まりこのお金の流れが停滞している状況なのではないかというふうに思いました。だから、

行政としてすべきことは、こういったお金の流れをいかに後押しするかという視点で施策

を考えるべきではないかというふうに思いました。お金に関しては、こういうお金の流れ

が一つあります。それから米子市にあるお金の総量、量とお金がいかに回るか、その辺で

いわゆる経済がうまく回っているかどうかというのが決まると思います。まず、私がお聞

きしたいのは、例えば米子市にあるお金の総量、おおざっぱな総量、これは例えばですけ

ど、コロナの問題がいろいろ出た１月、２月頃と、それと今９月、１月、２月頃にある米

子市内のお金の総量と、今の時点である米子市内、米子市内というのは市民とか業者とか

が持っているお金、どちらが多いと思いますか。 

○田村委員長 伊木米子市長。 

○伊木市長 １月、２月と比較いたしまして、４月、具体的には５月以降だと思いますけ

れども、相当に政府支援の資金が様々な形で流れております。ただそれが十分に市中に出

回っているかと言われればそうではない状態、つまり、今、非常に多くの資金が銀行等に
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退蔵している状況ではないかというふうに思っております。例えば、土光さんに説明して

いただいたその①番ですね、行政の支援の中の１番、定額給付金、これは米子市内で１４

７億円の支給がなされたわけですけども、それに見合った経済効果といいましょうか、そ

れが出ているとはとても思えない状況があります。そうした状況を推測するに、土光さん

の質問に答えるとするならば、今のほうが資金の総量としては多い状況でそれが回ってい

ない状況というのが一つ推察されるところだというふうに思います。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 私もそう思います。いわゆる一つの例で今市長も言われました１０万円給付、

１人当たり１０万円給付、米子市で約１４万７，０００だから、１４７億のお金が、これ

は純粋に米子の外から米子市へお金が入って来ているはずなんです。１４７億というのは、

私はすごい額だと思います。ところが実感としては、そのお金で経済が回っているとか、

豊かになっているとか、という実感がないんじゃないかと、例えば、このお金、１４７億、

どこにあるんだと思いますか。 

○田村委員長 伊木市長。 

○伊木市長 一部は、例えば、１０万円に見合った消費として、代表的なものは家電とい

うのがあります。家電の販売については、一部特需があったというような話は聞いたこと

もございます。ただしかし、それ以外につきましては、ほとんどあまり使われていないん

ではないかと、今の経済情勢、地域の経済情勢を見ますとそのように感じます。もちろん

これは銀行さん等に確認したわけではありませんので、どうなっているのかというのは最

終分かりませんけれども、一つには大半は銀行の預金に置かれたまま、それが考えられま

すし、一部と思われますけれども、いわゆる運用のほうに回っている部分もあるであろう

と、これはちょっとした何かコロナに対してポジティブな情勢が出ますと株式市場が反応

するんですね。そういう状況を見ておりますと、一部はそういった運用にも回っている可

能性はあると思います。ただ大半はやはり銀行預金のまま退蔵しているのではないかとそ

のように推測をいたします。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 私も基本的には同じ意見、そうではないかと思っています。この資料、市民、

お金の流れは赤色で示しました。市民のところ、だから、これを作るときに工夫をしたつ

もりなのですが、市民の中にも、つまり１０万円給付で使わずに持っている。つまり大半

というか銀行の預金という形でそのまま持っている。つまりお金がいっぱいある層の市民、

逆にコロナの影響を直接もろに受けて、日々の収入、例えば、仕事がなくなるとか、とい

うことでお金がない市民、今日・明日の生活に四苦八苦している市民がいるのではないか

と思います。だからこういったお金の流れ、行政は何をすべきかというのを、①、②、③、

④と考えてみました。行政の支援で①というのは、この市民でもやっぱりお金がある層と

ほんとに直接影響を受けてお金がない層、そういうとこに行政は支援をすべきで国は１０

万円給付しました。例えば米子市では児童扶養手当、国もしましたけど米子市はプラスア

ルファでしました。ほんとに明日の生活にいろいろ困っている人たちに行政の支援という

のはいるのではないかと思います。もう一つは②というのは、多分これがプレミアム付商

品券事業と書いたのですが、お金は持っているけど使っていない、持っている。その人に

消費を促すという意味で、このプレミアム商品券事業は、私はそれなりに意味がある事業
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だと思っています。③というのは、事業者も様々でほんとに家賃とか払えない、売上げが

ないということで直接支援をするということで、国もそういった意味で例えば持続化給付

金とか雇用調整助成金とか上乗せしたり、そういったことをこれまでしてきたと思います。

それから、事業者相互で回るお金、これはコロナの感染対応ということですけど、例えば、

そういった対応するために改装するとか、設備を整えるとか、これが米子市では飲食店等

設備投資応援事業ではないかというふうに思います。だから今回の事業、このプレミアム

付商品券事業、そういった意味では、お金を持っている層に消費を促す、それによってお

金を動かすという意味では、それなりの意味があると私は思っています。ただ、これは一

般質問でも戸田議員が指摘しましたけど、市民でほんとに貯蓄がない、当面のお金がない、

そういう人たちは、この事業の恩恵を受けることができないと思います。つまり、もとも

とお金をもって購買しようとする人の後押しをするだけなので、日々の生活というとこで、

貯金もなければまずは買わないと、４割の特典を得るためには、この商品券を買わないと

特典が得られない。買っても使い先は、日常生活、例えば、ドラックストアとかスーパー

マーケットでは使えないという事業ですよね。だから、ほんとに市民で困っている層に対

して今回の事業は、私ははっきり言って何の役にも立たないというふうに、そういう人た

ちにとってみれば、だから、政策としては、この図でいけば、①に当たるようなそういっ

た政策も同時に必要ではないかと思うのですがいかがですか。 

○田村委員長 伊木市長。 

○伊木市長 御指摘は一定当たっていると私は思っております。ほんとにこれはきれいに

分けていただいたなというふうに思っておりますが、この土光さんの表でいくところの、

①番と③番、④番、この３つが我々は支援系と呼んでおります。つまり、生活支援であっ

たり事業者の様々な支援あったり、そのコロナの危機を乗り切るために、とにかく必要最

低限の政策を打っていかなければいけないということで支援系と呼んでおります。一方こ

の②番につきましては、いわゆる消費喚起系というふうに言っておりまして、単に行政が

予算として出したお金だけが動く事業ではなくて、そこに何らかの上乗せをもたらして大

きな消費にしていただく、そういう消費喚起系というふうに呼んでおりまして、まさにプ

レミアム商品券は消費喚起系の政策であります。ここで配慮しなければいけないことは、

一つには日常の消費にできるだけ使われないようにするということで、先ほど部長からも

答弁がありましたけれども、例えば、食品スーパーでこれはどういう状況であっても、食

事というのはするわけですから、できるだけそこでは使えない形を取りたいというふうに

制度設計をしております。一方で、今一番厳しいと言われているのは、最初の段階は飲食・

宿泊というのが来たんですけれども、今例えば、物販、服だとか、いろんな雑貨だとか、

そういった物販のところが非常に厳しいというふうに聞いております。ですから、一部は

当然、通常消費に当たるという部分はこれは仕方がない部分があるんですけれど、どうし

ても避けきれないところがありますけれども、今回は飲食等も対象としつつも、物販のと

ころにできるだけ使ってほしいという制度設計の考え方で設計しているところを御理解い

ただければというふうに思います。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 今、市長からこの事業をなぜ選択したか、この事業効果はどういったことを

期待しているかという、事実上の答弁をいただけたと思います。それはそれでそういった
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とこに焦点を当てて、消費喚起という意味でお金を回すというのは、それなりに意味があ

るのだと思います。ただ、先ほど言ったように、これだけではこの事業の恩恵というか、

この事業で後押しをしてもらえない事業者とか市民もいると思います。だから、これは当

然これから最終日に新たな予算が出る、迅速な対応ということでまた出るということです

から、そういった層をいかに支えていくか。例えば、先ほど言った交付金というのは、水

道とか下水の減免、これは使えると国は言っています。使う使わないは自治体の判断です。

例えば、子育て世帯、一度やりましたけど、児童扶養手当、この事業をしたとしても、こ

の交付金は使えるはずです。だからそういった意味で、この事業の対象にはなかなかなら

ない層に関して、いろいろ知恵を絞った政策を、議会も一緒に考えていってほしいという

か、考えていければというふうに思っています。答弁がもしあれば。 

○田村委員長 伊木市長。 

○伊木市長 最終日提案でどこまで皆さんに御提示できるかは、今検討中でありますけれ

ども、例えば、このプレミアム商品券の一冊を、まさに①番のところの渡し方をするとい

うのは一つあると思っております。つまり、土光さんの表示の②番という形で、今制度設

計をしておりますけれども、製作いたしますこの冊子、一冊を①番という形でどういう者

を対象にするか、これは検討しなければいけませんけれども、直接給付をして消費をして

いただくという出し方はあるのではないかと思っております。これはちょっと今、検討は

しておりますけども、また検討が整いましてから、必要に応じて説明させていただくとい

うふうに考えております。 

○田村委員長 土光委員。 

○土光委員 そういうことで状況を踏まえて、市民にとって有効な施策というのを共に考

えて行ければと思います。これで終わります。 

○田村委員長 次に、公明党議員団、前原委員。 

〔前原委員質問席へ〕 

○前原委員 公明党の前原茂です。議案第８３号、令和２年度一般会計補正予算（補正第

８回）について総括質問をさせていただきます。 

買って応援よなごプレミアム付商品券事業について、先ほど土光委員のほうからも質問

がありましたので、内容がかぶらないようにしたいと思いますが、この事業内容について

お聞きしたいんですが、５，０００円で７，０００円の商品券ということで、２，０００

円分のプレミアムがつくということであります。商品券の有効期限について教えていただ

きたいのと、もう一度再度、１枚の額面について教えてください。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 買って応援よなごプレミアム付商品券についてでございます。券の額面

は１枚当たり１，０００円、１，０００円単位のものが７枚つづってあってワンセットと

いう形で販売するという形でございます。それから有効期限ですけども、現在のところ、

来年の２月末までを使用期限というふうに考えておりまして、今年度内に事業を終了した

いという考えでございます。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。有効期限については年度内ということで納得できるんですけ

ども、この商品券についての額面なんですが、ちょっと自分なりに調べてみると、ほとん
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どのところが５００円券なんですね。１，０００円券というところは珍しくて、何で１，

０００円券なのかという疑問が残ります。５００円のほうが、これはお釣が出ませんので、

５００円のほうが使いやすいんじゃないかなと思います。この１，０００円になった理由

というのをちょっと教えていただきたいと思います。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 先ほどの土光委員さんの御質問の中でもあったかと思います。今回のプ

レミアム付商品券につきましては、例えば、スーパーマーケット、ドラッグストア、コン

ビニ等々、普段、市民の方がお使いになっていらっしゃるような形での使用方法ではなく

て、４０％と高いプレミアム率にしておりますので、できますればもう少し普段なかなか

手が届かないなというようなものを買っていただけないかと、それでより消費を高めてい

くと、いうような考え方をしております。５００円という考え方もございますけれども、

１，０００円単位でそういったものを、１，０００円以上のものを御購入いただきたいと

いう考え方で１，０００円単位にしたところでございます。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 ちょっと納得いかなくて、例えば、これ飲食も入りますよね。飲食の場合、

１，０００円未満は１人で行った場合結構多いですよね。これはお釣りがもらえないとい

うことになりますよね。これはウイン・ウインでいかないといけないと思うんですよ。市

民もやっぱりプレミアムをもらうと、小売店も飲食店もやっぱりこういう形で貢献してい

くということで、もうかっていくということがあるんですけども、１，０００円というの

は、ちょっと現場を知らなすぎるような感覚じゃないかなと私は思うんですけども、再度

答弁を求めます。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 例えば、通常お勤めになっていらっしゃる方がランチを食べる場合は、

委員さんおっしゃいましたように、大体１，０００円以内のものを普段、ランチで食事を

とっていらっしゃるのかなというふうに思っております。今回、先ほど申し上げましたよ

うに、地域の消費全体の底上げを図っていくという考え方をしておりますんで、例えば、

夕食なりお酒が伴うような飲食店も含めて、先ほど御答弁いたしましたとおり、通常、食

事等でお使いになっていらっしゃるというものよりも、例えば、少し豪華な食事をしてい

ただくとか、あるいは、飲食店とかに行っていただいてお使いいただくような形で、１枚

当たり１，０００円以上の消費をしていただきたいという考え方で設計したものでござい

まして、いろいろ市民の方から通常の使い方、通常の例えば食事をしているものに使えな

いじゃないかということもあろうかと思いますけれども、ある程度消費全体を、今の米子

市内の消費全体を底上げしていくために、市民の方も御理解いただいて、御協力いただけ

ないかという考え方で１，０００円単位というものを考えたところでございます。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 １，０００円に固執する理由が全然わかりません。ちょっと市長にお伺いし

たいんですけども、５００円のほうが使いやすいというのは明確じゃないですか。そう思

うんですけども。 

○田村委員長 伊木市長。 

○伊木市長 使いやすさという意味では、全く委員のおっしゃるとおりだというふうに思
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っております。今回の大きな狙いですけれども、飲食にももちろん使えるんですが、どち

らかと言いますと、我々としては物販、ここに使っていただきたいというふうに思ってお

りまして、例えば、物販ですと、下着を２枚買ったら１，０００円いくと思いますし、靴

下を３枚買えば１，０００円いくと思います。普段ちょっと買い控えているように物をこ

の際に、プレミアム商品券で買っていただく。その場合はむしろ１，０００円というのは

ちょうどいいのではないか。この額面を幾らにするかというのは、使いやすさと非常に比

例してくるというのは、全くそのとおりだと思っておりまして、逆に先ほどの土光委員の

ときの説明に戻ると、やはり消費喚起系で今回はいきたいんだと言ったときには、できる

だけ消費額自体が高額消費に結びつくような設計のほうが望ましいのではないかという考

え方を持っております。そういう意味でいくと、額面を５００円じゃなくて１，０００円

にしたというのは、そこに意味があるというふうに思っております。今回は飲食も使える

けれども物販にも目をやっていただきたい。そうすれば、普段買い控えているような物に

も十分いい単位で使えるのではないかというふうに思っております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 先日、ニュースの中で、川崎でも同じようなことがあって、これは１万円で

１万３，０００円分のプレミアムがつくという形で、確か同じようにスーパーとかドラッ

グストアでは使えないという形だったんですが、実は商店街ぐらいにしか使えなくて、４

０％くらい売れ残っているという事態があって、市民の御意向、ニュースなので意図的に

聞いているかどうか分かりませんけども、買いたいんだけども使い勝手が悪いという声が

あって、今売れ残っているというニュースがありました。この二の舞にならないように額

面というのは変えられたほうがいいんじゃないかなと思いますが、これは要望としておき

ます。あとお聞きしたいのは、取扱店についての募集についてはどうなっているのかとい

うのをお伺いします。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 取扱店の募集についてでございます。先ほど、事業者の対象につきまし

ては、土光委員さんの御質問にお答えしたところでございますので割愛させていただきま

すが、事業者の募集につきましては、１０月上旬から開始するという形で事業を進めてま

いりたいというふうに考えております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。次、広報の仕方ですけども、ちょっと疑念が残るところがあ

りまして、例えば、百貨店の中でも下の食料品店は使えないけれども上では使えるとか、

ショッピングモール中でもそういうことがあるのではないかなと思うんですけども、同じ

お店で使える場所があったり使えない場所があったり、非常に市民は混乱するような気が

してます。これは私の懸念かもしれませんけども、この広報の仕方を工夫しないとちょっ

と困るなと思っているんですが、その点について伺います。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 お店単位でスーパーマーケットならそのスーパーで使えないというな

ら分かりやすいんですけれど、御質問ありましたように百貨店の中でも、例えば、米子髙

島屋であれば、地下のほうがワンフロア食品コーナーになっていますし、それぞれ総合ス

ーパーさんでも食品を扱っている部分と、衣料等、ほかの小売りをしていらっしゃる部分
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もございます。その辺りはしっかりと、ここでは使える、ここでは使えないというような

表記をして広報をしていきたいというふうに考えております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 ぜひとも混乱がないように、お願いしたいなと思っております。最後に聞き

たいのは、この購入希望の取り方について教えてください。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 購入希望の取り方についてでございますけども、商品券購入の申込みに

つきましては、往復郵便で御応募をいただきたいというふうに考えておりまして、応募多

数の場合につきましては、抽選を行いたいというふうに考えております。抽選の結果につ

きましては、返信はがきで通知をさせていただきまして、当選者の方は、このはがきを持

って商品券の引換券にする予定でございます。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 それでは引換え先はどこになるかというのを教えてください。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 引換え先についてでございますが、これまでの商品券事業につきまして

も、市内百貨店、スーパー、そういった普段市民の方が足を運びやすいところ、あるいは、

ある程度大きい駐車場が備えてあるようなところで、販売をしていきたいというふうに考

えております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。次に、新体育館整備事業についてお伺いいたします。この事

業は県と共同して整備を計画する新体育館の基本計画を策定する事業ですが、市民のスポ

ーツの推進の拠点施設であるというのはもちろんなんですけども、市民の健康づくりや地

域活性化の推進拠点、そして、防災拠点や災害時の避難所としての機能が必要であると思

います。防災拠点や災害時の避難所としての機能について、この基本計画策定に当たって

どのように組み込まれていくのかお伺いいたします。 

○田村委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 新体育館の整備に係ります基本計画の内容面についてでござ

います。新体育館の基本計画の策定に当たりましては、整備事業の前提条件を整理いたし

まして、整備計画を検討していくこととなりますが、その中で新体育館に備えるべき機能

として、例えば、避難所であったり、物資の集配拠点であったりと、そういった防災的な

機能も盛り込んでいきたいと考えおります。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 ７月に行われた検討委員会の発言要旨を見させてもらうと、防災の観点の発

言は全くなかったんですけども、ちょっと問題じゃないかなと思っております。今言われ

ましたけれども、一通りの防災という考え方はやめてもらって、新体育館を造るんですか

ら、市民のほんとに防災の拠点としての考え方というのを取り入れてほしいなと思ってお

りますので、今後の整備検討委員会には防災の知見者などを、今から入れるわけにはいけ

ませんので、アドバイスなんかを聞きながら、防災という観点、避難所ということを組み

入れて、そういう計画を練っていただきたいなと思っているんですがいかがでしょうか。 

○田村委員長 岡文化観光局長。 
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○岡参事兼文化観光局長 新体育館の整備に当たって、防災の専門家の方の知見を取り入

れてということだと思います。新体育館の整備につきましては、１２月に第２回目の整備

検討委員会を開催し、基本計画の骨子を定めていく計画としております。その段階で、検

討委員会の委員以外の関係者の方にも御意見を伺うことを考えております。防災の機能に

つきましては、バリアフリーの機能を徹底することや、あるいは空調施設の整備など、日

常使用の中で必要な機能の中で防災面でもプラスになる機能を整備するということも考え

ておりますが、それ以外の必要な機能につきましても、市の防災安全課との調整はもとよ

り、米子市防災会議や県の防災関係部署など、日頃連携して防災に当たっている機関の方

に意見を伺っていきたいというふうに考えております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 最後になりますけども、私たち、３年前ぐらいに大阪府の高石市というとこ

ろの体育館を見させていただきました。高石市自体は、大阪府にあって非常に小さな市で、

５万６，０００から８，０００人ぐらいしかいないんですが、非常に立派な体育館でした。

というのは、もちろんスポーツの推進というのもやっているんですけども、防災機能が非

常に優れているということで、例えば、体育館の外にあるんですけど、かまどベンチとい

いまして、ひっくり返すとかまどになって炊き出しができるとか。それから驚いたのは、

大型自家発電機があったりとか、マンホールトイレが２０基用意してあったりとか、シャ

ワー室はあるんですけども、災害時に使用するシャワー室が５つあるんですね。という形

で普段は普通のユニットとして使っているんですけども、災害時になったら仕切りを立て

てシャワールームができるような形になっていて、そういう形で非常に優れた体育館だな

と思いました。今回ほんとに思ったのは、今、答弁しながら思ったのは、ちょっと後づけ

ぽくって、指摘してから言われているという感じがしてしょうがないんですけども、ぜひ

とも新体育館に関しましては、市の防災拠点として考えていただきたい。市民の方がほん

とにいざというときに、安心で安全な場所を造るためには、そういうものを考えていかな

ければいけない。そしてまた、ほんとに大きな災害が起きた場合、日本全国から資材が送

られてきます。東北でありましたけども、いっぱい来すぎてしまって、仕分けする部屋が

なかったということがあります。もし体育館の一番広いところをフラットにしてトラック

が入れるような形にしてもらって仕分けができたり、荷下ろしができたり、そういう形の

ことを考えていただきたいなと思います。まだ間に合うと思いますので、ぜひとも、そう

いう観点から新体育館に関して計画をお願いしたいなと思いまして質問とさせていただき

ました。ありがとうございました。 

○田村委員長 次に、政英会、岡田委員。 

〔岡田委員質問席へ〕 

○岡田委員 政英会の岡田でございます。議案第８３号、令和２年度米子市一般会計補正

予算（補正第８回）について質問いたします。マスクを取らさせていただきます。 

 まずは財政調整基金積立金についてお伺いをいたします。財政調整基金、利益剰余金の

中から一部積立てをされるということで、この予算化について中身を少し説明していただ

けたらと思います。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 財政調整基金の積立金についてでございますが、地方財政法に基づきまし
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て、令和元年度決算剰余金１１億５，８９０万９，０００円のうち、２分の１を下らない

額でございます５億８，０００万円を財政調整基金に積み立てるものでございます。これ

は今後の新型コロナウイルス感染症対策への機動的な活用も念頭に置いた予算措置でござ

います。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 剰余金が発生することは大変喜ばしいことだと思うんですけれども、まずは

剰余金が発生した要因、そこをどのように捉えておられるのかをお伺いしたいと思います。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 剰余金が発生した要因についてでございますが、令和元年度決算剰余金に

つきましては、概括的には歳入におきまして、市税、地方交付税等が予算に対し少し増と

なったところでございます。また一方、歳出のほうでは下水道事業繰出金、扶助費、補助

金等の実績減など交付事業実績による減がございまして、その差引きで剰余金が発生した

ものでございます。一般的には標準財政規模に対する実質収支額の割合である実質収支比

率、今の全体の標準財政規模でこの剰余金がどのぐらいかということを示す実質収支比率

が２から５％が適正と言われておりまして、令和元年度、本市におきましては３．７％と

なっているところでございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 剰余金が発生した要因が税収の増、これは大変喜ばしいことだと思いますし、

支出の減というのは、下水道事業繰出金、扶助費や補助金等の実績減、要は行政サービス

そのものが少し減って支出が減った。要は事業をしなければその分が剰余金として上がっ

てくるという部分があるということなんですけれども、これ不用額ということで対応して

おられるんですけど、不用額に対する対応についてお伺いしておきたいと思います。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 不用額に対する対応についてということでございます。個々の事業につき

ましては、入札等によります実績の減やあるいは創意工夫等によります効率的な予算の執

行のほか、場合によりましては国などからの特定財源が減になった場合、天候不良等によ

り計画どおりに事業が実施できず、結果的に予算が十分活用できなかった場合もあるもの

と考えておりまして、減額補正等の対応もしてきているところでございます。大きな事業

につきましては、政策企画会議で進捗管理を行っておりますほか、そのほかの事務事業に

つきましても各部局において進捗管理をしているところでございます。この事業実施が円

滑に進まないものにつきましては、その問題点を十分検証し年度の中途でございましても

事業の見直しやテコ入れを検討するなど、適正な予算執行に努めてまいりたいというふう

に考えております。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 このたびの剰余金を財政調整基金に積み立てていただくという、これ自体は

大変喜ばしいことだと思うんですけれど、先ほど部長もおっしゃられたように、剰余金が

発生している原因ですね、そこのところをよく見ていかないと、事業をやらないとその分

が利益剰余金として浮かんでくるというようなことで、それを財政調整基金に積み増すと

いうことでは、例えば、きちっとした当初予算でもこれだけ７００億なり８００億の予算

で、これだけの行政サービスを提供しますと、これだけのマンパワーをもって、例えば１
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００なら１００の行政サービスを提供しますということで、当初予算を組んでいるわけで、

様々な１年間の要因の中で国だとか県の補助なんかの関係でできなくなってくるものがあ

ると思うんですけれど、当初住民の皆さんなり地元企業の方にお約束した、いわゆるこれ

だけの行政サービスは提供させていただきますというものが提供されずにその分が利益剰

余金として計上されているという側面もあるということなんで、そこはきちっと、これは

総務部じゃなくて各担当部のほうで当然把握しておられると思うんですけれど、そこがど

ういう理由によって剰余金が発生したのかということはきちっと精査をしていただいて、

もっと言えば、例えば国から補助金が来なかったらやらなかったということじゃなくて、

国から来なくても必要なんだったら、例えば米子市の一般財源でやるのかというようなこ

との検討もきちっとやっていただいた上で、その財政調整基金等への積立てということを

ぜひやっていただくように要望しておきたいというふうに思います。 

 続きまして、これも先ほどから、土光委員、前原委員が質問をしておられますけれども、

買って応援よなごプレミアム付商品券事業ということで、要は２億のプレミアムをつける

ために、３，７７０万の事業費をかけますよという予算を計上しておられますよね。要は

２億３，７７０万の予算計上で、そのうちプレミアムのほうに回るのは２億、３，７７０

万は事業費ということでよろしいですよね。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 御質問ございましたように、２億円がプレミアム部分でございまして、

残りの３，７７０万円が事務費として計上させていただいているところでございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 安倍さんは結果的にはおやめになることになられましたけれども、いっとき

国における事業の事務経費が異常に高いじゃないかということで、非常に安倍さんはたた

かれた時期がございましたけれども、このたびの事業で、まずはどのような形で実施をし

ていく計画なのかお伺いしたいと思います。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 どのように実施していくのかについてでございますが、今回の商品券事

業につきましては、議会の御承認をいただき予算化されますれば、直ちに事業に着手でき

るよう事業の詳細も検討しているところでございます。１１月上旬から販売した商品券が

使用できますようにスピード感を持って対応したいというふうに考えておりまして、商品

券の販売から事業者の換金に至る事業につきましては、事業委託により実施したいという

ふうに考えております。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 そうしますと、委託事業者の選定ということなんで、これは米子市のほうで

やるんではなくて委託事業にしようと考えたこの理由というのは何かあるんですか。お教

え願いますでしょうか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 委託事業にしようとした部分についてでございますが、これまでも米子

市は何回か商品券事業をやってきております。第１回目は直接販売もしたというようなこ

とで、非常に混乱を招いたというような実態もございました。やはり販売から換金という

一つの物を売って支払いをしていくという業務につきましては、ある程度事業者のほうが



－18－ 

我々がやるよりもノウハウを持っていらっしゃる、手際よくやっていただけるということ

もございますし、先ほど申し上げましたように、全て市でやりますと非常に事務的にはか

なり大きな事務量になってまいります。そういった事業者で対応していただいてスムーズ

にいける部分については、やはり委託に出してスムーズな事業運営と事業の早期実施とい

ったとこにつなげていくために委託業務に出したいというふうに思っているところでござ

います。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 事業委託をしていただくのはいいんですけれども、これ率直に見て例えば、

２億のプレミアムに対して３，７７０万の事務経費をかけるということ、当然積算はある

程度しておられて、きちっと積算しておられて２億３，７７０万という予算を計上してお

られるわけですけれども、２億のプレミアムに対して３，７７０万の事業費というのは、

高いと思いますか、安いと思いますか。これ適当なんだなということでお考えですか、い

かがですか。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 その事業のやり方によって事務費は変わってくるんだろうと思ってお

ります。今回の商品券につきましても、昨年度行いました商品券、いろいろとキャッシュ

レスでもできないかというような検討もしたわけでございますが、やはりいろいろこれま

でやってきた商品券の形、印刷をしてその券面を打っていって、お使いになったら事業者

に換金をしていく。今までやってきた事業スキームを踏襲して極力混乱がないように、そ

してスピード感を持って対応できるように考えておりまして、昨年度行ったプレミアム商

品券の事務委託内容も踏まえて事務費の予算額として計上させていただいておりますが、

やはり見方によっては少し高額ではないかというようにことも御指摘の中にはあるのでは

ないかと思います。実際に、今後事業者と委託契約を結ぶ際には、一つ一つをさらに委託

事業者とも話をして、適切な委託業務内容とそれに係る経費としてさらに検証を進めてい

きたいというふうに思っております。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 私はきちっと市のほうで、当然ですけど積算をしておられるでしょうから、

かかるものは当然かかりますし、かからないものはかからないということで、私は今回一

般質問でもやらしてもらいましたけれども、公民連携ということはぜひ進めていくべきだ

ろうというふうに思っておりますんで、当然事業者の方に安いお金でやってもらえばいい

ということを私は考えているわけでもないですので、ただそこは当然ですけど税金を使う

わけですので、適正にやっぱり使っていくということ、そこはこの金額がこういう理由で

適正なんだという理由づけを当局のほうとしてきちっと持っているということをやってい

ただかないと、事務作業そのものは民間の方に僕は委託していただいて結構だと思うんで

すけれど、きちっとしたノウハウを当局のほうでも蓄積していきませんと、いつまでもと

いうか、必ず毎回毎回民間委託が取り方によっては委託できない場合もあると思いますん

で、その規模とかですね、何かによって、そうするとやっぱり市役所のほうでやらなきゃ

いけないということも発生する可能性があると思うんですね。きちっとしたノウハウを蓄

積していただきたいということを要望しておきたいというふうに思います。先ほど市長の

ほうからも説明がありましたけれども、これだけで全てが対応できるというわけでは当然
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ないと思いますんで、一つの施策としては私は非常にいい施策だというふうに思っており

ますんで、先ほどからいろいろと各委員の皆さんの質問にお答えをしていただいておりま

すんで、消費喚起型ということでありますけれども、市民の方がこのプレミアム券の消費

がしやすい環境づくりというのを、ぜひとも市のほうでも努めていただくように要望をし

ておきたいと思います。 

 最後に、デジタルコンテンツ造成実証事業についてお伺いをいたします。これの財源内

訳はどのようになっているのかをお伺いしたいと思います。 

○田村委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 このデジタルコンテンツ造成実証事業についてでございます

が、これは観光庁の誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業という事

業を活用して取り組むものでございまして、１０分の１０の補助をいただくことになって

おります。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 これは国の補助が下りなかった場合にはやらないということでよろしかっ

たでしょうか。 

○田村委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 事業の実施の前提として事業採択ということを考えておりま

して、これが９月中に採択が決するということでございます。採択された場合に事業を実

施することとしております。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 私はあまりこのデジタルコンテンツというのは詳しくはなくて、田村委員長

のほうが詳しいと思いますけれども、先ほど確かに財源で考えれば一般財源を使うんじゃ

なくて、国の財源が来れば１０分の１０でやりたい。来なければしない。一般財源を使わ

ないということで考えればそういう考え方も当然おありなんだと思うんですけれど、ただ

米子市にとってほんとに必要だということであれば、当然国から来ても米子市の一般財源

でも県から来ても、これは税金ですので、米子市とすると米子市の一般財源をきちっと財

政健全化したいとかというお考えは分かりますけど、国から来てもこれは税金なので、国

から来ればやってもいいけど国から来ないんならやらないという事業に対する考え方とい

うのは、米子市にとっては必要なこと、必要不可欠なことなんですか。それで予算計上さ

れたんでしょうか。 

○田村委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 この事業は、今米子城跡の整備基本計画の中で、米子城跡の利

活用の一環として古写真や絵図を用いたＶＲ、仮想現実やＡＲ、拡張現実といったデジタ

ルコンテンツの取組をしていこうということを掲げております。これを実際やっていくと

なりますと、非常に例えば単市でやると大きな予算が必要でございます。例えば単市でや

るんだったら段階的にどうやっていくかということも考えていかないといけないと思いま

す。今のタイミングでこの事業が国の事業としてありましたので、これは一つの実証実験

としてやってみようという意図もございまして、この予算規模の２，０００万でございま

すが、この中でどこまでできるのかといったこともなかなかこの市費でやっていく中で試

していくということにはなりにくいので、この実証事業を利用して実際に成果物を見て、
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それを検証していくという機会になるんではないかということで、この事業に取り組もう

というふうに考えたわけでございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 気持ちとしてはよく当局の皆さんの答弁を聞いていますと、財源確保という

ことで国なり県なりからきちっとお金を出していただいて、一般財源をなるべく使わない

ようにということをやりながら財政再建ということにつなげているんですというお考えは

分かるんですけれども、当然そういう側面もあると思いますし、ただやっぱり国からお金

が来ればやります。来なかったらやりませんというのは過去を見てましても、そういうタ

イプの事業は言い方が悪いですけど、少し意識をしておられるのかしてないのかわからな

いんですけれども、事業に丁寧さがないのかなと、要は国から１００％もらっているんで

米子市の一般財源には傷つけていないからやってみようよと、確かに挑戦的なこととか余

裕があるからできることというのも当然あるとは思うんですけれど、これ今おっしゃった

米子城跡の整備計画の中での一環でやっていかれるわけですよね。そうすると米子市にと

って非常に大きな計画で市長も目玉に掲げておられる施策の中で、そのバーチャルリアル

ティなんかを生かしながらという新しい取組であるわけですから、確かに有利に財源を引

っ張ってくるという行動そのものは当然だと思うんですけど、そこで取れないからじゃあ

やめますというところでいいのかどうかですね。ほんとに必要なものであればやっぱり国

からの財源でなくても、これ国の補助金が取れなかったにしても、例えば規模を縮小して

でも一般財源でやっていくとか、そういうようなお考えは一切なしということですか。 

○田村委員長 伊木市長。 

○伊木市長 答弁させていただきますけども、まずＡＲとかＶＲ、こうしたツールという

ものは将来的に観光ガイドの一つの形になるというふうに我々は想像しております。そう

した中において、現時点でまだ世の中にそんなに出回っていない状況の中では非常に高い

ツールになっております。我々米子市の規模で今すぐにそれをやろうということになりま

すと、観光収入等いろんな企画をしたときに、非常に高い買い物になるなということが予

想されますが、一方こういった事業を国のほうで支援していただく、これは国も市も税金

を使ってやる以上同じことではあるんですけれども、国全体として国会のほうで議決をい

ただいて出てくる予算を米子市で使えるのであれば、これは乗っていかなければいけない

というふうに思って取り組む事業だというふうにまずは理解をしていただきたいというふ

うに思っております。ですので、取れなかったらやらないかどうかというのは、実はこれ

はやっぱり金額、費用対効果の問題があると思っております。効果について、やはりまだ

ＡＲ、ＶＲは完全に確立した観光のガイドツールにはまだなっておりません。ですけども、

中央のほうで実証実験的に取り組んでみようという動きがありますので、今この段階にお

いてはこれに乗って、この米子城においてもこういったものが使えるということが分かれ

ば、この先非常に明るい展望が開けるのではないか、そのような意図をもってこの事業に

取り組むということでございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 分かりました。確かに事業の中にはいいと思っても余裕がなければできない

事業と余裕がなくてもしなければならない事業、いろいろ事業の中には選別をしていくべ

きところがあると思うんですけれども、ぜひ今回、国の採択を受けられるかどうかという
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ところなんだろうと思うんですけれど、当然受けることができれば進めていただきたいと

思いますし、そんなことはないと思いますけれど、国から１００％来るからといって丁寧

さを欠くということがないようにぜひしていただきたいということ、それからぜひ採択さ

れないことがもしあったにしても、先ほど市長もおっしゃったようにこれからいろんな形

で効果なんかを検証されていくと思うんですけれども、私は非常に早い段階でそういうも

のに取り組むというのは、私は米子市のこのチャレンジ精神を訴えていくという意味でも

非常にいい事業じゃないかなというふうに考えておりますんで、ぜひとも財源が確保でき

るできないというところがあると思いますけれども、この事業に関しても前向きに進めて

いただくように要望いたしまして私の質問を終わります。 

○田村委員長 以上で予算に対する総括質問は終了いたしました。 

 次に、日程第２、議案第８５号から第９０号までの６件の議案に対する決算総括質問を

行います。 

 初めに、信風、伊藤委員。 

〔伊藤委員質問席へ〕 

○伊藤委員 会派信風の伊藤ひろえでございます。議案第８５号、米子市一般会計等の決

算認定について総括質問を行います。明快な答弁をお願いいたします。 

 まず初めに、令和元年度予算方針に対する評価についてお尋ねいたします。令和元年度

予算方針の中に中期的な視点を持ち、財源確保に努めながら効率的で持続可能な財政基盤

を構築していく重要性がますます高まっているとございますが、その中期的な視点による

財政運営にどのように取り組まれたのかお尋ねしたいと思います。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 中期的な視点によります財政運営についてでございますが、今後生産年齢

人口の減や少子高齢化の進展により税収の増が見通せない状況にございますため、日本海

側の中心市として本市が持続的な発展をしていくために国の動向を注視するとともに、中

期財政見通しを毎年作成しこの時点修正も行いながらしっかりとした財政基盤を構築し、

財政運営を行っているところでございます。このことは継続して取り組んでいくべきもの

と考えておりまして、先を見据えた財政運営に努めてまいりたいと考えております。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 次に、選択と集中という考え方の下、どのように事業の廃止、縮小また経常

的経費の見直しを行っていたのかお伺いいたします。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 事業の見直し等についてでございますが、効率的な財源の配分と新たな財

源を捻出するため選択と集中の観点から予算要求の際には既存事業の廃止または見直しを

徹底するよう事業の担当課に指示し各事業担当課で検討しているところでございます。ま

た各部局におきましても、部局ごとに事業の優先順位づけを行いまして、予算化に向けた

事業の選択を行っているところでございます。あわせまして、経常的経費につきましては、

ゼロパーセントシーリングを実施し効率的な予算執行の意識づけを図ったところでござい

ます。いずれもある程度の効果はあったものと考えてはおりますが、不断の取組を続けて

まいりたいと思っております。 

○田村委員長 伊藤委員。 
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○伊藤委員 選択と集中ということは長年言われてきておりますが、なかなか進まないと

いうふうなことを思っております。元年度はそれでも決算等を見ますと事業の廃止、縮小、

統合というようなことが出ておりました。御努力は評価したいと思いますが、それでもこ

ういうふうに事業担当課に指示をしておられるということですけれども、事業担当者や担

当課が見直しをするのは難しいところがあるのでないかなというふうに思っております。

必要性、効率性、費用対効果等を十分に評価されて公平・公正的な立場から評価するとこ

ろが必要ではないかなと思いますので、お願いしたいと思います。再編、整理、統合等も

視野に入れながらさらなる選択と集中に取り組まれることを求めておきます。 

 次に、総括として当初令和元年度予算編成時の方針に対しての達成度というのか、評価

というのか、お答えができればお尋ねしたいと思っております。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 予算の執行における事業の遂行等の達成度ということについてだと思い

ます。先ほどの質問にもあったかとは思いますけれども、元年度は税収におきまして少し

よかったといったこともあります。実質収支で１１億何がしの黒字が出たということにな

っておりまして、財政健全化判断比率等も多少良化してきてまいっておりますので、堅調

に財政運営はできて、一定の成果も上げたというふうに思っております。また、やはり税

収、交付税等には限界がある中で、地方がどのように生き残っていくかという中では新た

な財源の確保ということがやはり非常に大事だというふうに思っておりまして、今のその

国・県補助金も積極的に活用していきたいという中で、総合政策課を中心に国・県の動向

の積極的な情報収集に努めるとともに、これは市長にもかなり頑張っていただいていると

ころですけど、要望活動、こういったことによって随分新たにでき上がっていった事業と

いうのが近年ございます。地方創生や地域再生計画などの補助制度の共有にも努めながら

積極的な財源の確保に取り組んだほか、これはずっと頑張っているところですけれど、市

税の徴収率の向上というのが、やはりかなりいいほうにこれが作用してきております。ま

た御承知のとおり、ふるさと納税の推進でありましたり、遊休地の売却の促進、太陽光発

電事業者への市有施設の屋根貸し、また庁内の動画広告などの有料広告の実施、加えまし

て起債の利率見直しによる借換えや繰上償還による公債費縮減などなど、取り組んできて、

財源の確保ということには様々取り組んだところでございます。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 ありがとうございます。新たな財源の確保については頑張ってこられたとい

うふうに私も評価しております。次に、先ほども少し出ましたが、収納率の向上、１つは

口座振替の促進、２つは滞納対策、３つ目は令和元年度目標徴収以上ということを目標に

掲げておられましたけれども、どのように取り組んだのか、またその結果はどうだったの

かについてお尋ねしたいと思います。 

○田村委員長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 収納率の向上対策についてのお尋ねでございます。まず、口座振替

の促進につきましては、納付の機会を捉えて周知しておりますほか、平成２８年４月より

コンビニ納付、クレジット払いを導入いたしました。また令和２年４月からスマホのアプ

リを利用したスマホ決済での納付を導入するなど、納税者の利便性向上を図るため多様な

納付方法を提供しているところでございます。また、滞納対策についてでございますが、
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市税徴収については、第３次行財政改革大綱で目標値を定め、徴収率達成に向け文書によ

る早期催告や電話による早期折衝を実施し、滞納額が多くならない段階での納付意識の高

揚と納付忘れ防止に努めているところでございます。また、徹底した進行管理による速や

かな財産調査、実態調査を実施し厳正な滞納処分を執行することにより市税の収入未済金

の縮減を図っているところでございます。目標値につきましては、第３次行財政改革大綱

の平成３１年度目標数値と比較しますと、現年分徴収率が０．３１ポイント、滞納繰越分

徴収率が０．３２ポイント、合計徴収率で０．９２ポイント、いずれも上回っており徴収

率を達成しているところでございます。今後も引き続き徴収率の向上に努めたいと思いま

す。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 徴収率については、比較的目標達成したのでうまくいっていると私も思って

おります。いろいろな徴収方法、コンビニ納付だとかクレジット決済だとかありますけれ

ども、手数料もかかってしまうので、基本は口座振替ということを抑えていただきたいと

思っております。一番初めの徴収のところでそこが崩れてしまうとなかなか後手後手にな

ってうまくいかないというところがございますので、そこは十分確認して各課で共通認識

を持ってほしいと思っております。徴収の目標は達成してそのことは先ほども申しました

ように評価いたしますが、滞納対策もしっかりされているようです。しかし、例えば生活

困窮に陥った方々の中で滞納となっておられる方々に対しては、福祉とももっともっと連

携をして適切な制度につなげていただきたいと思いますので、そこら辺のところも抑えて

いただきたいと思います。 

 次に、歳出についてですが、事務事業の選択における優先順位の考え方についてお尋ね

したいと思います。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 事務事業の選択における優先順位の考え方についてでございますが、将来

の米子市のあるべき姿を見据え、限られた財源を効果的に配分していくことを念頭に事業

の緊急性、必要性などを総合的に勘案して予算編成を行っているところでございます。ま

たこの編成に当たりましては、地方創生でありますとか少子化対策でありますとかその

時々の重要施策をテーマに掲げまして、各部局に検討してもらうとともに、新規事業を中

心に事前に今はエントリー制度といったようなものも取り入れながら政策企画会議の中で

事業の方向性や内容を幾度となく協議し磨き上げながら事業化に取り組んでいるところで

ございます。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 エントリー制度というのはまた詳しく教えていただきたいと思いますが、内

容・方向性を幾度となく磨き上げているということは頭の下がる思いです。このまま続け

ていただきたいと思っております。 

次に、財政健全化について、先ほども出ましたが、いろんな数値が改善したのは評価を

しております。しかし、改善されたとはいえ、類団平均の公債費と比較しますと依然とし

て高いと言わざるを得ないと思っております。その要因についてお尋ねいたします。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 公債費が高い要因についてでございますが、令和元年度の一般会計の公債
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費が約６１億３００万円となっております。公会堂や第二学校給食センターなどの過去の

大型事業の起債償還に伴いましてこの数値が出ておりまして、この数値自体はやや高止ま

りというところにございますが、この公債費のうちの３０％が国から償還財源を保証され

ております臨時財政対策債であるほか、元年度は約４億９，７００万円の起債の繰上償還

を行いまして、この地方債残高の圧縮を図ったところでございます。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 私はこの臨時財政対策債は国の保証があるとはいえ、このパーセンテージが

どんどんこれから高くなるのではないかなと、残っていくのではないかなとちょっと心配

しております。またそのことはしっかり国の動向も注視しながら行っていただきたいなと

思っております。将来負担比率とその適正値について見解をお尋ねいたします。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 将来負担比率とその適正値についてでございますが、令和元年度の将来負

担比率は９４％でありまして、当面のめどとしておりました１００％程度ということにつ

きましては、達成したところでございますが、速報値を入手しております１５の類似団体

の平均値が２６．３％ということのようでございまして、それと比較いたしますとまだ上

回っている状況でございます。しかしながら、本市のまちづくりに必要な投資的事業、建

設事業につきましては、今後もしっかりと取り組んでいく必要があるというふう考えてお

りまして、事業の平準化や類似団体の状況等にも留意しながらこの現状値を一つのめどと

して、要はこれからも一生懸命下げようということではなくて、この数値、９４％という

ことですけれども、これを一つのめどといたしまして今後財政運営に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 私も同じ考えでございます。今は金利が低いですので、やるべきことはしっ

かりやっていくということも一方では考えながら将来負担比率を上げないようにというふ

うなことを思っております。ここでちょっと聞きたいんですけれども、財政規模が大きく

なるとパーセンテージが低くなると思うんですね。それでさらに数値が改善したというこ

とはあるのか、その見解についてお尋ねしたいと思います。だから標準財政規模の推移か

ら見る公債費、将来負担比率の改善との関連性ということでお答えができればお願いした

いと思っています。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 標準財政規模でございますけれども、近年は大きくは変わっていないとこ

ろでございます。ずっと大体横ばいであろうというふうに思っております。数字がだんだ

ん良化してきたということにつきましての要因はやはり、過去の大型投資的事業をしてい

た時代というのが長く続いておりまして、それらの起債の償還がほぼほぼ終わりを迎えた

ということによる起債残高が減ってきたということ、一方で将来負担比率などは基金を借

金の総額から引ける財源として捉えますので、起債残高から基金を引いたものが実質の市

の持っている借金であろうというような考え方が取り入れられておりまして、うちの基金

残高におきましては、ずっとこう伸びてきておりますので、それらの要因、それが大きか

ったと思います。加えて言えば、合併特例債のような交付税措置の大きい起債を平成１７

年度以降に借りてきておりまして、これらが将来負担比率の中で交付税算入された金額と
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いうのは控除できるような計算式になっておりますので、それらも踏まえて見ますと落ち

てきたといいますか、だんだん良化してきたというようなことになるのではないかと思っ

ております。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 ありがとうございました。次に、駐車場特別会計についてお尋ねしたいと思

います。これまでの当局の説明では、累積する赤字の状況、繰上充用を行っての財政運営

は健全な姿ではないと考えております。このたび駐車場内の機械式駐車を撤去したことに

より、経費の縮減が図られることなど単年度の健全化を目指していきたいということであ

ったと思います。そこで、機械式の撤去により具体的にどのように経費の削減効果が期待

できたのかお尋ねしたいと思います。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 米子駅前地下駐車場の機械式を撤去したことによりまして、約１，

１７０万円の経費が削減されております。この削減の大きなところとしましては、人件費、

機械式駐車場の設備の維持費と光熱水費ということになっております。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 人件費というところですけれども、もう少し減らすことはできないのかなと

いうふうに思うんですね。機械式の撤去ができたので、最少の人数でやっていただきたい

なと思いますので、また事業者にお尋ねしていただきたいと思います。次に、駐車台数に

ついて、施設の実施計画策定図の台数の根拠と現在の駐車台数の考え方をお尋ねしたいと

思います。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 駐車台数の根拠でございますけれども、こちらにつきましては、平

成８年に駅前地下駐車場の使用開始時点で２００台という根拠を示しておりまして、これ

は当時の需要調査を基に決定されたものであります。現在は平成２５年に実施しました需

要調査によりまして、駅前駐車場エリアで約１３０台分の駐車台数が必要と見込んでおり

ます。しかしながら、現在の駅前地下駐車場の機械式の撤去後、これにおきましては、ス

ペースの関係で供給可能台数は現在１０２台ということになっております。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 ２５年に実施されたということ、その需要調査をさらにされるといいんでは

ないかと思いますし、今不足をしている状況というのはそのお答えのとおりだと思います。

次に、米子駅南北自由通路完成後、米子駅での送迎や乗車券購入などの利用は南側からも

できるようになると思いますが、現在の駐車台数は必要かどうかお尋ねします。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 先ほどもお答えいたしましたけども、２５年の需要調査によりまし

て、駅前エリアで約１３０台分の駐車台数が必要だという具合に見込んでおりますので、

現在、駅地下駐車場で１０２台ということですので、現在進めております南側駐車場に予

定している２９台、こちらと合わせまして１３１台ということでございますので、南側の

駐車場も必要であるという具合に現在考えております。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 先ほども申しましたが、需要調査ですけれども、またさらにされたほうがい
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いのではないかなというふうにまとめておきます。次に、地下駐車場は道路の関連施設と

して国の補助金を受けて建設されたものと考えておりますが、国の駐車場以外に使用がで

きるのかどうかお尋ねしたいと思います。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 米子駅前地下駐車場ですけども、こちらは市道久米町末広町線通り

の道路附属施設という位置づけで建設されております。米子市駐車場条例においても駐車

場は駐車目的以外の使用を現在禁じているところでございます。駐車場以外の使用につき

ましては、条例の改定ですとか補助金返還、これを行うことで可能であるという具合に考

えておりますけども、現時点では駐車場以外の使用は考えておりません。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 地下駐車場は、地上の平面駐車場と比較して構造的にかかる経費が高いと思

っております。収入を上げるには駐車料金以外にも研究すべきではないでしょうか、支出

についてはさらに人件費のことも申し上げましたけれども、経費節減を図っていただきた

いですけれども、それに加えて地下１階、地下２階の使い方を今後見直す必要が出てくる

と考えますが、見解をお尋ねしたいと思います。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 この駐車場の収入を上げるための方策につきましては、現在のとこ

ろ収入向上策ということにつきましては、駐車場料金体系の変更というものを一つ考えて

おりますし、駐車場における一部営業行為の容認、これは自動販売機とかを置いていただ

くようなことでございますけども考えております。あと地下駐車場の２４時間の営業とい

うのも検討しているところでございます。また、支出削減につきましては、指定管理者の

委託形態の見直しを現在考えておりまして、収受代行制から利用料金制への移行という内

容で、今検討を進めているところでございます。もう一つの使い方の見直しでございます

けども、先ほども御説明申し上げましたけども、駐車場以外の用途につきましては、補助

金返還ということもございますので、現時点では別の使用ということは考えていないとい

う状況でございます。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 いろいろな施策を考えていらっしゃるようですが、進めていただきたいと思

います。単年度の収入で健全経営を図ることはかなり無理があるイニシャルコストと施設

構造で事業運営をされ今日に至っております。特別会計でも駐車場の特別会計だけが赤字

ですので、せめて単年度の収支の健全度が測定できる特別会計となるようまとめて次の質

問といたします。 

 最後に、公金等の管理について、そのリスクマネジメントについてお尋ねいたします。 

特に、現金等のことなんですけど、現金出納及び保管に係る姿勢、または誤り防止の観

点から公金、準公金、郵便切手等の管理についてさらなる徹底が必要ではないかと考えて

おります。現金の取扱いは極力最小限にするべきだと思いますが、どのように行っていら

っしゃるのか、また見解についてお尋ねしたいと思います。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 現金を取り扱うその事務についてでございます。現金を取り扱う所属課に

おきましては、地方自治法の規定によりまして現金を取り扱う事務とその事務従事者をあ
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らかじめ選定し、所属長を出納員に、さらに担当職員を分任出納員に任命し、任命に際し

てその都度職氏名及び事務の名称を告示することとなっておりまして、本市におきまして

もそれに沿った適正な事務を行っているところでございます。また各種の給付金業務に関

わる必要となる資金等につきましても、これまでも口座振込による授受、現金を取り扱わ

ないような口座振込による授受を徹底してきたところでございますが、今後もリスクの低

減のため、口座振込の徹底やキャッシュレス決済の導入等も今考えているところでござい

まして、こういった現金を取り扱わない環境整備を一層進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 適正に取り扱っていますというお答えでしたが、まだまだ見直しができると

ころがあるのではないかと思っております。例えば、今年度からですが、なかよし学級の

おやつ代、毎月１，０００円、子どもたちがなかよし学級まで持っていって渡していたと

いうようなことも、今年の４月から利用料と一緒に口座引き落としとなりました。ほんと

に賛否両論ありましたが私は評価するところです。そしてまた、一例としてですが、福祉

課で住宅扶助の代理納付は増えておりますが、まだまだ代理納付ができていないところも

ございます。さらに徹底していただきたいですし、窓口の金銭の授受は福祉課でいいます

と、リスクマネジメントの観点から最小限にするべきだと思っております。どのようなと

きに窓口で現金が取り扱われるのかお尋ねしたいと思います。 

○田村委員長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 福祉課におきます金銭の授受の状況についてでございますが、基本

的には委員おっしゃいますとおり、金銭の受け渡しがないように本人さんの口座に振り込

むことを基本といたしておりまして、住居費などの代理納付を行えるものはその扱いとし

ているところでございます。例外的にございますのが、生活費などについて急を要する場

合には資金前渡の方法で金銭授受を行うことがございます。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 住宅費は３万円や４万円、大きなお金です。そしてまた、資金前渡といいま

すか、生活保護の申請をしてから初めにいただくお金、口座に振り込むのが遅くなるとい

うようなことでいただくときもありますけど、１０万円を超えることもよくあると思いま

す。住宅費を生活費に使い込んで支払いが滞ったとか、落としてしまったなど、現実ある

と思います。そうすると途端に適正な金銭管理ができない状況になって仕方なく借金をし

た。そのために何年も生活の安定が図られないというようなことが現実にあると思います、

承知していらっしゃると思いますが。リスク回避のためにも基本、私は全て代理納付にす

るべきではと思います。ほかにも引っ越しの代金や医療費等、事前に話し合っておくか、

業者や医療機関に直接納付するというようなことが望まれると思います。生活実態の把握

や指導など面談に必要だから金銭の授受を窓口で行うというようなこともあると思います

けれども、それはそれで別にして訪問するとかして工夫をしてほしいと思います。市民の

大切な税金を使ってのセーフティネットですし、リスクマネジメントを十分に行っていた

だくように求めておきたいと思います。これは福祉に限ったことだけではなく全庁的に現

金の授受は最小限にしていただきたいというふうに求めておきたいと思います。 

 最後にですが、各課は切手類の管理をどのようにしているのかお尋ねしておきます。 
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○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 切手の管理についてでごさいますが、切手、レターパックなどの郵便切手

類は総務管財課が管理しておりまして、各課は総務管財課から払い出しを受けて使用する

という仕組みとしております。郵便切手類の交付を受けた各課は、米子市物品管理規則第

２１条第２号に基づき郵便切手類出納簿に交付を受けた切手類の種類及び数量を記入し鍵

のかかる保管庫に保管するということになっております。 

○田村委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 基本はそうだと思いますけれども、各課が保管しているものもあると考えて

おります。今一度、各課、各職員に徹底していただきたいと思います。改めてですが、公

金等の管理は不正や誤りの起きない体制、マニュアル化や方針を立てるなど全庁で共通認

識を持って公金等の適切な取扱いを行っていただきたい。そのことを強く求めて以上で総

括質問を終わります。ありがとうございました。 

○田村委員長 暫時休憩いたします。 

午前１１時５６分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○田村委員長 それでは予算決算委員会を再開いたします。 

次に日本共産党米子市議団、岡村委員。 

〔岡村委員質問席へ〕 

○岡村委員 マスクを外させていただきます。日本共産党米子市議団の岡村英治です。 

 私は議案第８５号、令和元年度米子市一般会計等の決算認定について、及び議案第８９

号、令和元年度米子市下水道事業会計の決算認定について総括質問を行わせていただきま

す。何点かお尋ねしたいと思いますけども、まず最初に、地域産品ＰＲ事業、ふるさと納

税についてお伺いいたします。これは居住地以外の自治体に寄附として応援しようと、こ

ういうことで始まった事業です。特に近年、返礼品の高額化、こういったことを競い合う

様々な問題が出ておりますけども、そういった中で何点かお伺いしたいと思います。まず

最初に、これまでのふるさと納税の実績、件数や金額、これについてお伺いします。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 本市のふるさと納税によります寄附の実績についてでございます。過去

３年間でお答えをさせていただきたいと思います。平成２９年度におきましては３万５，

７８７件でございまして、寄附額につきましては５億７，４９２万９０１円でございまし

た。平成３０年度におきましては８万６，４２７件でございまして、寄附額につきまして

は１２億１，４５８万４，９７７円でございます。昨年度、令和元年度につきましては１

２万３，５３２件、寄附額におきましては１５億４，１９０万７，１１１円の実績でござ

いました。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 令和元年度で言えば１２万を超える件数、そして１５億円を超える寄附が寄

せられたということでございます。ほんとにこういった米子市に対した思いを込めて寄附

をいただいた方に対しては、ほんとに感謝申し上げたいというふうに思うわけですけども、

一方、他の自治体のふるさと納税を米子市民がした場合、市民の市民税が税額控除される

ということになっているわけですけども、これの額についてお伺いします。 
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○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 米子市民が他の市町村へ寄附をされたことによります本市の過去３年

間の市民税控除額についてお答えをしたいと思います。平成２９年度分につきましては９，

３１７万７，９０３円でございます。平成３０年度分につきましては１億１，７９９万４，

５５５円でございます。令和元年度分につきましては、１億２，９８４万５，２９５円で

ございます。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 令和元年度分で言いますと１億３，０００万円近くの額の市民税が減収にな

ったということになるわけです。こういった中で、全国の自治体の中では減収額のほうが

大きく上回るといった状況が生まれているということも指摘されております。そういった

中で、このふるさと納税に対して地方自治体同士のタコの足食いじゃないかと、また返礼

品を目当てにした高所得者にとって有利という制度じゃないかと、こういう批判があるわ

けです。こういった批判に対してどのようにお考えなのかお伺いします。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 ふるさと納税制度に対します本市の見解についてでございますが、本市

にとりましてこのふるさと納税制度は、ふるさとを思う気持ちや応援したい、貢献したい

という方々から大変貴重な寄附をいただいておりまして、これを財源といたしまして輝く

子ども応援団、中海再生応援団、地域の力応援団、歴史・文化応援団、がいなよなご応援

団という５つの使い道で様々な事業を実施しておりまして、このことにつきましては、米

子市民の市民サービスの向上や市民福祉の向上につながっているものと考えております。

また、約７０社の地元企業の約３７０品の地域産品を返礼として活用しておりまして、こ

の地域産品が全国にＰＲできることで販路開拓等、地元事業者への支援にもつながってい

るものと考えております。今後もふるさと納税によります本市への寄附額の向上や地域産

品の振興を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 様々な使い道というふうな形を言われました。こういった米子市に対する期

待に基づいて寄附をされた方、そうした期待に応える充実した使い道をぜひこれからも探

っていただきたいというふうに要望しておきたいと思います。また、返礼品の問題につい

ては分科会でさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 次に２番目に、マイナンバーカード取得促進事業についてお伺いします。カードに様々

な情報が付け加えられて、ほんとにカード利用による情報漏えいとかそういった問題がこ

れからますます心配になってくるといった状況の中で、カードの取得について促進されて

いるわけですけども、ほんとに大丈夫なのだろうかといった思いから何点かお伺いします。

マイナンバーカード取得促進及び関連事業のためのこれまでの年度ごとの事業費、これに

ついてお伺いします。 

○田村委員長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 マイナンバーカードに関連する事業費についてのお尋ねでござい

ます。平成２８年度が２，８５１万６，０００円、平成２９年度が１，７１７万９，００

０円、平成３０年度が１，７７３万９，０００円、平成３１年度が２，６９４万４，００

０円でございます。 
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○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 この事業費について、財源内訳とかそういうものは分かりますでしょうか。 

○田村委員長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 一部の経費を除きまして国費、１０分の１０が当たっております。

一般財源の持ち出し部分につきましては、平成２３年度以降、毎年約１３万円ずつ支出し

ております。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 市としての持ち出しが大体例年１３万円前後というお答えでした。あとはほ

とんどが国費によるものというお答えです。こういったことについて、ほんとにカードの

持つ危険性とかそういったもの、最近もいろいろマイナンバーカードではないんですけど

も、情報が漏えいし国民に不安を与えるといったことがないように、ぜひそこら辺を注視

しながら事業に当たっていただきたいというふうに思います。 

次に、米子市プレミアム付商品券事業についてお伺いします。消費税１０％への増税に

伴う経済対策として消費喚起策として行われたものでございますけども、特に低所得者や

子育て世帯、そういった方に対する商品券というふうになっているわけですけども、この

対象者件数と申請者の件数、割合、また商品券の販売実績、冊数や金額、最大販売額に対

する割合についてお伺いします。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 昨年度実施いたしましたプレミアム付商品券の販売実績等についてで

ございます。本市での非課税者の申請者数につきましては、対象者２万６，１１０人に対

しまして、１万２，３０８人から申請をいただいたところでございまして、申請率につき

ましては約４７．１％となったところでございます。子育て世帯につきましては３歳未満

の子どもの数が対象となったわけでございまして、その数につきましては４，５６９人で

ございました。商品券全体での販売実績につきましては、最終的に６万８４４冊でござい

ます。１冊が４，０００円でございましたので、販売額につきましては２億４，３３７万

６，０００円になったところでございます。これにつきましては、最大の販売数は６億１，

３５８万円が最大の販売数でございましたが、その約３９．７％に当たる金額でございま

す。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 それではこのプレミアム付商品券、これの販売実績についてどのように分析

されているのかお伺いします。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 販売実績の分析についてでございます。本商品券につきましては、対象

者が限定されていたこともございまして、全国的に見ても低い販売状況になったとお伺い

をしているところでございます。本市は非課税者向けの勧奨通知を２度発送しておりまし

て、県内他市では実施されていらっしゃらないところもありますし、１回だけのところも

ございました。本市においては２回、勧奨させていただいたこともございまして、県内他

市に比べては一番高い申請率となったところでございます。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 今お答えがありましたように、勧奨通知を２度発送されたということで県内
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他市に比べて高い申請率になったというお答えでした。ただ先ほどのお答えにありました

ように申請率が４７．１％、また実際の販売数が４割に満たないといった状況があるわけ

です。ほんとにこれで効果があったんだろうかというふうに考えるわけですけども、最後

に事業効果についてどのようにお考えなのかお伺いします。 

○田村委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 事業効果についてでございます。換金額につきましては、最終的に３億

３３４万５，０００円でございまして、この金額につきましては、消費税率引き上げ後の

一定の消費喚起と非課税者の方や子育て世帯への生活支援につながったものと考えている

ところでございます。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 一定の生活支援につながったというお答えでした。そういった部分もあろう

かと思います。しかし、大本である消費税を８％から１０％に引き上げると、第２次安倍

内閣の下では５％から８％、８％から１０％と２度にわたって消費税を引き上げるといっ

たことについて、そのこと自体についてきちっと検証していくということが必要だと思い

ますし、私どもは直ちにこのコロナ禍の下でも消費を拡大、景気を拡大させていくと、回

復していくためには元の５％に引き戻せとこういうふうに言っております。そういったこ

とについてぜひ主張して次の質問に移らせていただきます。 

日本中央競馬会事業所周辺環境整備事業についてお伺いします。これは２０００年、平

成１２年に開業いたしました崎津の場外馬券売り場、この周辺の環境対策、環境整備を中

心にやられている事業なわけですけども、この事業によるこれまでの整備実績、整備箇所

ですとか、事業金額、そのうち市の持ち出しは幾らだったのか、こういったことについて

お伺いします。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 この日本中央競馬会事業所周辺環境整備事業につきましては、１０

年以上前から行っている事業でございまして、実績につきましては、いわゆる過去３年分

について御答弁申し上げたいという具合に考えております。まず平成２９年度につきまし

ては大崎西１７号線を行っておりまして、事業費といたしましては２，９４８万３，４１

０円ということになっておりまして、そのうちの市の持ち出しにつきましては８１２万７，

４１０円でございます。平成３０年度におきましては、市道大崎１７号線ほか１路線を行

っておりまして、事業費は２，９９８万４，０２０円ということでございまして、市の持

ち出しについては７５２万９，０２０円ということでございます。令和元年度につきまし

ては、同じく市道大崎西１７号線ほか１路線及び市道葭津３９号線、こちらの合計につき

ましては、事業費ですけども２，３７６万５９６円、市の持ち出しにつきましては２８１

万８，５９６円ということになっております。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 ありがとうございます。２９年度、３０年度、令和元年度、３か年について

お示しいただいたわけですけども、大体３，０００万円弱の事業費だという中で、市の持

ち出しが７００万から８００万円ぐらいといったことです。こういったことを毎年毎年や

られているわけですけども、このＪＲＡ、日本中央競馬会との取り決めによる整備エリア

と整備内容とか、事業年限とかそういったものというのはあるわけでしょうか。 
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○田村委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 このＪＲＡの整備事業の整備エリア等々のお尋ねでございますが、

まず整備エリアと整備内容につきましては、これは日本中央競馬会の環境整備実施要綱と

いうものがございまして、そこではいわゆるウィンズ米子から２キロメートルの区域内に

おいて行う道路、教育文化施設等の新設及び整備事業等が対象になるものと定められてお

ります。なお、事業年限につきましては定められてはおりません。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 実施要綱によって２キロメートル以内の範囲内での事業といったことなわ

けですけども、事業年限の定めはないということで、この崎津にある場外馬券売り場がず

っと存続する以上こういった事業が続けられるんではないかというふうに思うわけですけ

ども、しかし２キロに限ってずうっと整備をしていくということについて、またそれにつ

いても市の持ち出しも一定部分伴っていくということになっているわけです。こういった

ものをずうっとこの実施要綱に基づいてだけやっていくのがいいなのかどうなのか、この

ことについて見直しを求めるということが必要ではないかというふうに思いますけどもい

かがでしょうか。 

○田村委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 委員御提案の件でございますけれども、区域につきましては、先ほ

ど申し上げましたように、これは日本中央競馬会の要綱に定められた要件でございますん

で、その範囲内で当面、事業を実施していきたいというふうに考えております。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 実施要綱に定めてあるからということで、しかし、狭い範囲で道路を毎年毎

年改良するということについて、ほかの地域の方々にとってほんとに不公平感が残ってし

まうんではないかというふうに私は危惧するところです。そういった点についてもよく検

討していただきたいというふうに考えます。 

次に、下水道事業会計繰出金についてお伺いします。この主要な施策の説明書の１４６

ページの事業番号が２９１番にございましたけども、この中で決算額がそれまで大体平成

３０年度までは２０億円ちょっとという額で推移していたものと思われるんですけども、

令和元年度になって急に１６億１，２００万余りという額に、約４億円近くも減ってしま

うといった状況が生まれているわけです。その理由についてお伺いします。 

○田村委員長 矢木下水道部長。 

○矢木下水道部長 令和元年度の下水道事業繰出金の決算額が約４億円減少した理由と

いうことについてでございますけれども、これは繰出基準額の算定方法の変更があったも

のでございます。１点目が汚水公費負担分に対する算定方法の変更がございまして、国が

汚水公費負担分の算定の方法を変更したことにより、繰出基準額が減少したというものが

１点でございます。もう１点でございますけども、資本費の算定方法の変更というのもご

ざいました。これは本市では法適用に向けて固定資産調査を実施した結果、法適用後に平

均４５年の耐用年数による減価償却費を基に算定した繰出基準額が法適用時に３０年償還

による企業債元金償還額を基に算定した繰出基準額よりも減少したために繰出額が減った

というところでございます。 

○田村委員長 岡村委員。 
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○岡村委員 そしてお伺いしますけども、この繰出金が大幅に減少となったということに

よる下水道事業会計全体への影響についてどういうふうにお考えなのかお伺いします。 

○田村委員長 矢木下水道部長。 

○矢木下水道部長 繰出金の減少によります下水道事業会計への影響ということでござ

います。繰出金の減少によりまして、企業債の償還金の財源が不足いたしましたが、資本

費平準化債を発行することで必要な財源確保を行ったところでございます。今後も効率的

な施設運営体制の構築や維持管理経費の節減への取組など経営努力を続け収支の改善に努

めていきたいというふうに思っております。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 今御答弁いただきましたけども、以降、市民への関係、市民負担に回しては

いけないといった問題については、分科会で取り上げさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 次に、米子駅南北自由通路等整備事業についてお伺いします。２０１５年、平成２７年

度から実施され総額６０億円超の大型工事だというふうに言われております。この整備事

業に対するこれまでの事業費とその財源内訳についてお伺いします。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 こちらにつきましては、令和元年度の予算額を説明させていただき

たいと思います。令和元年度予算額は１３億１，８８０万円でございまして、この財源内

訳といたしましては交付金が７億２，５３４万円、これは国費でございます。起債につき

ましては５億６，３７０万円でございます、これが合併特例債。市費につきましては、２，

９７６万円でございます。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 今お答えいただきまして、国費の割合が５５％だというふうなことなわけで

すけども、こういった大きな事業ですんで、これまでの経緯から鳥取県からの補助という

ものも当然充てられるべきだというふうに考えるわけですけども、それについてはどうい

うふうな状況になっているのかお伺いします。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 鳥取県からの補助についてでございますけども、鳥取県からの補助

につきましては、用地取得費を除く自由通路整備のうち交付金を充当した上で起債を活用

した費用が対象になるということになっておりまして、対象額のうち本市の負担額の２分

の１、これが補助額という具合でございます。これまでの実績といたしましては、平成３

０年度に１６９万９，０００円、令和元年度が４５７万９，０００円、令和２年度が１，

２９９万８，０００円でございまして、今後の補助金額の見込みといたしましては、年度

ごとに鳥取県から決定を受けることになりますので、確定はしておりませんがおおむね総

額で７億から８億円を想定しております。ただし、鳥取県からの補助は後年度に支出しま

す起債償還に係る本市の実質負担額についても対象となるため、令和２０年度まで継続す

る予定と考えております。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 鳥取県の補助についておおむね７億から８億円程度になるんじゃないかと

いうふうにお答えいただきました。ぜひ単に米子市だけの問題じゃないというふうな立場
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も含めて鳥取県から適切な補助を行っていただきたいというふうに要望しておきたいと思

います。この問題の最後に令和２年度の事業というのはどういうふうになっているのかお

伺いします。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 令和２年度以降の事業見込みでございますけども、本事業は令和４

年度末の完了を目指しております。令和２年度予算額につきましては１４億円で、こちら

の財源内訳につきましては、交付金が７億７，０００万、起債につきましては５億６，７

００万、市費につきましては６，３００万ということでございます。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 あと分科会でこれまで平成２７年度から事業が行われてきたわけですけれ

ども、そういったものの詳細について、財源内訳とかそういうものをぜひ資料を出してい

ただきまして、そしてまた説明をいただきたいというふうに要望しておきたいと思います。 

 最後に、将来の財政見通し等及び意見というふうに書いておるわけですけども、この米

子市監査委員のほうから出されております令和元年度米子市歳入歳出決算審査意見書、こ

の中にこういったくだりがあります。ちょっと長いですけども読ませていただきます。国

は、アベノミクスの取組により経済は緩やかに回復しているとしていた。しかしながら、

新型コロナウイルスが世界各地に伝播したことで、国内外の経済が急速に委縮し、地方経

済も大きな打撃を受けている。新型コロナウイルスがもたらした経済の悪化により、平成

２８年度から毎年度増となっていた本市の税収が減少することは明白であり、今後はさら

に厳しい行財政環境が続いていくものと推測される。こういうふうに記述されております。

そうした御意見に対して本市としてどのような今後取組が必要になってくるのか、どのよ

うにお考えなのかお伺いします。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 今後の財政運営の方針についてでございますが、現時点で新型コロナウイ

ルス感染症の影響を正確に見通すことは困難でございますが、社会経済活動の停滞に伴い

まして、今後の税収に大きな影響が出ることが見込まれますため、今後の財政運営に当た

りましては、本市の将来像を見据えた上で選択と集中を今一度徹底するとともに、基金の

機動的な活用も念頭におきまして、財政運営に取り組んでまいりたいと考えております。 

○田村委員長 岡村委員。 

○岡村委員 お答えいただきました。最後、要望しておきたいと思いますけども、今選択

と集中を今一度徹底すると、こういうふうに述べられました。こういったことで、こうい

った部分は大切なことだというふうに思うんですけども、とりわけ低所得者や地域の中小

業者の皆さん、そういった弱い立場の皆さんへの施策や行政サービスが削られるとか、な

おざりになるとか、そういったことがないよう十分気をつけて財政運営していただきたい

というふうに要望して終わります。以上です。 

○田村委員長 次に、蒼生会、奥岩委員。 

〔奥岩委員質問席へ〕 

○奥岩委員 会派蒼生会の奥岩です。議運の申し合わせ事項によりマスクを外させていた

だきまして質問させていただきます。改めまして本９月定例会での決算総括質問といたし

まして、明日からの分科会審査で個別事業については審査されるものと考えますが、それ
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の前に会派を代表いたしまして、何点か質問させていただきたいと思います。 

初めに、議案第８５号、令和元年度米子市一般会計等の決算認定につきまして、早速で

すが経常収支比率の数値について伺いたいと思います。また、説明書や監査委員の意見書

のほうにもありましたが、直近の推移に関しましても併せて伺いたいと思います。 

○田村委員長 下関財政課長。 

○下関総務部次長兼財政課長 令和元年度の経常収支比率についてでございますけれど

も、令和元年度は経常収支比率が９０．７％でございます。これは前年度よりも０．３ポ

イント改善したというところでございます。また、最近の推移ということでございますけ

れども、過去３年間で言いますと、平成２９年度が９０．７％、平成３０年度が９１％、

先ほど申しました元年度が９０．７％といったところで、ほぼ少しずつではありますがこ

の数字もよくなっているというふうに考えております。 

○田村委員長 奥岩委員。 

○奥岩委員 先ほど伊藤委員の質問でも御答弁がありましたと思いますし、今御答弁もい

ただきました。近年、見てみますと少しずつではございますが良化しているというような

状況だと思います。また、本日の答弁とまた以前の議会におきましてもこちらにつきまし

ては、ある程度の目安といたしまして、９０％あたりを目標に取り組んでおられるという

ことでした。先ほどの御答弁から近年の推移を伺っておりまして、繰り返しになりますが、

こちら減少傾向でおととし少し上がったんですかね、数値を聞きますと。上がってはいま

すが令和元年度はマイナス０．３％ということで、健全化に向けての御尽力の結果が見え

たところかと思います。この数値につきましてですが、重ねてになるかもしれませんが、

類似団体との比較をした際、いかがになりますでしょうか。 

○田村委員長 下関財政課長。 

○下関総務部次長兼財政課長 経常収支比率の類似団体との比較ということでございま

すけれども、類似団体５０団体ございますけれども、現在米子市を含めまして速報値を入

手しております１５団体、これの平均値が９４．３％でございます。本市はこれよりも３．

６ポイントよい水準となっているところでございます。また、県内の他市４市の平均は９

１．６％というところでございまして、これと比べましても本市は０．９ポイントよいと

いうような状況にございます。 

○田村委員長 奥岩委員。 

○奥岩委員 ありがとうございます。重ねてになりましたが、類似団体の中、そして県内

の中でも本市におきましてはよい数値で推移しているということが今年度も分かりました

ので、引き続き目標に向けて取り組まれるというようなお話も先ほどございました。こち

ら、先ほど御答弁されてはいたんですが、改めまして元年度の今回の結果に至った要因に

ついてどのように分析されておられますでしょうか。また、その中で課題等がありました

ら併せてお願いいたします。 

○田村委員長 下関財政課長。 

○下関総務部次長兼財政課長 この数値になった要因の分析ということでございますけ

れども、元年度決算におきましては、歳入面におきまして一般財源でございます市税、地

方交付税が増えましたこと、歳出面では人件費の減や公債費の減により０．３ポイント良

化したものと分析しております。また、一昨年度ですけれども、交付税の錯誤措置の影響
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がございましたけれども、この影響がなくなったこともその要因だと考えております。も

う一つ財政上の課題というところでございますけれども、本市におきましては、歳出に占

める義務的経費であります人件費や物件費は、他の類似団体の平均よりもやや低い水準に

ございますけれども、扶助費や公債費こちらのほうの数値は類似団体の平均を上回ってお

ります。特に公債費の割合が比較的高い水準にございますので、ここが課題だというふう

に考えております。政策的に使える財源を確保することは、財政運営上非常に重要なこと

だと考えておりますので、引き続きこの数値の良化に努めてまいりたいと考えております。 

○田村委員長 奥岩委員。 

○奥岩委員 課題点につきましては、先ほどの伊藤委員の午前中の質問のときにも御答弁

がありまして、そこのところを課題に思われているということで、今後も努められるとい

うことでしたので、ぜひお願いいたします。その中で特に、今お話がありました人件費に

つきましては、また今後の課題でもあるとは思うんですが、そちらに関しましても、今第

４次行革大綱を策定中と聞いておりますので、今後のスマートシティといいますか、スマ

ート自治体といいますか、ソサイエティー５．０といいますか、そういった取組の中で、

そちらのほうにすぐにとは言いませんが、これから結果が見えていくところだなと思って

おりますので、まずは行革大綱の案が出てくるのをお待ちしておりますんで期待して待っ

ておりますのでよろしくお願いします。続きまして、こちらも重ねての質問で少し重複す

るところもございますが、実質公債費比率と将来負担比率についても直近の推移と併せて

伺いたいと思います。 

○田村委員長 下関財政課長。 

○下関総務部次長兼財政課長 実質公債費比率と将来負担比率の状況でございますけれ

ども、元年度の実質公債費比率は９．１％でございました。この数値の過去３年間の値は、

平成２８年度が１３．６％、２９年度が１１．９％、３０年度が１０．６％と年々減少し

ているところでございます。この値は前年度と比べて１．５％良化しているという状況で

ございます。また、将来負担比率につきましては、元年度は９４％、過去３年間の数値は、

平成２８年度が１２４．８％、平成２９年度が１１７．２％、３０年度が１０１．３％と

これも年々減少しております。前年度と比べましても７．３％と着実に良化しているもの

と考えております。 

○田村委員長 奥岩委員。 

○奥岩委員 これも重ねてになりますが、御努力の結果だと思います。数値につきまして、

私も昨年研修に行かせていただいた際に、類似団体さんとの比較をしてということで、い

いのか悪いのかわかりませんが、本市がちょうど題材に出ておりまして、いろいろとその

際に勉強させていただいて、他市の議員さんとも意見交換をさせていただいたんですが、

こちらに関しましては、それぞれの自治体の事情、またある意味類似団体といいましても

都市部と我々のような山陰地方の少し中心都市といったところでは、実情が違っておりま

すので、一概に比較ができないのではないかというようなこともございましたが、今の御

答弁と先ほどの午前中の総務部長の御答弁を伺っておりまして、しっかりとバランスを見

ながら今後も数値の良化といいますか、一定の目安を立ててここに向かって、現在のとこ

ろ維持しながら頑張れるということでしたので、引き続き、バランスをとっていただきた

いと思います。我々議会側といたしましても、予算の際、こういった決算の際にもしっか
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りと見させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。今、少しお

話をしたんですが、そういった中で類似団体さんと比較した際はいかがでしたでしょうか。 

○田村委員長 下関財政課長。 

○下関総務部次長兼財政課長 類似団体との比較についてでございますけれども、先ほど

申しました実質公債費比率の速報値を入手しております１５の類似団体の平均は５．１％

となっております。これは本市と比べますと約２倍程度の数値となっております。また、

将来負担比率につきましても、類似団体の平均の２６．３％を大きく上回っておりまして、

両指標とも他団体と比べると高い数値となっているところでございます。しかしながら、

両指標とも目途としておりました数値をクリアしたところでございまして、今後につきま

しても、本市の将来像の実現に必要な投資的事業にもしっかりと取り組みながら、事業の

精査や平準化等により起債の発行を適切にコントロールした財政運営に努めてまいりたい

と考えております。 

○田村委員長 奥岩委員。 

○奥岩委員 同様な質問に重ねての御答弁ありがとうございました。先ほど御答弁があり

ましたとおり、しっかりとバランスを見ながら平準化をしてコントロールされていくとい

うことでしたので、引き続きこちらもお願いさせていただきたいと思います。同様な質問

ばかりになるんですが、最後に少し特別会計のほう、こちらも先ほどの伊藤委員のところ

と重複するところではございますが、特に、単独である意味少し赤字ではないかと思われ

る駐車場事業特別会計について伺いたいと思います。まず、こちらの特別会計につきまし

て、健全化の取組について伺いたいと思います。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 この駐車場会計の健全化の取組でございますけども、これにつきま

しては、令和元年度３月の都市経済委員会のほうで報告させていただきました収支のシミ

ュレーションを基にしまして、改めて設備等の修繕にかかる費用や新型コロナによる減収

など不測の要素を見直したシミュレーションを行う予定としておりまして、令和２年度中

に今後の黒字化に向けました駐車場の経営戦略を策定する予定としております。引き続き、

経費の見直しを図るとともに料金収入の増加に努めながら一般会計からの繰入れの検討な

ど、累積赤字の解消に向けた取組も進めてまいりたいという具合に考えております。 

○田村委員長 奥岩委員。 

○奥岩委員 ありがとうございます。細かい数値のところは通告しておりましたが、伊藤

委員の質問と重複いたしますので、こちらは削除させていただきます。取組についても、

今部長のほうから御答弁をいただきましたので、しっかりと取り組んでいただきたいなと

思います。特別会計にしておられて収支がはっきりと出やすい状態となっておりますので、

しっかりとシミュレーションをしていただいて、今年度そして次年度以降期待しておりま

すので、引き続きよろしくお願いいたします。以上になりますが質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

○田村委員長 次に、公明党議員団、前原委員。 

〔前原委員質問席へ〕 

○前原委員 公明党の前原茂です。令和元年度米子市一般会計等の決算認定について総括

質問をさせていただきます。まず最初に、自主防災組織育成についてお伺いいたします。
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この自主防災組織の近年の組織率の推移について県内他市との比較をすると、本市の組織

率はどうであるかということをお伺いしたいと思います。 

○田村委員長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 自主防災組織の組織率の推移、また他市との比較でございますが、近

年未結成自治会に職員が訪問するなど、結成促進を図ってまいっておりまして、年々増加

しております。具体的には、平成２９年度末の組織率が６４．１４％でございましたけど、

３０年度には７１．０２％、令和元年度には８３．３３％、直近の本年９月１日現在にお

きましては、８５．３１％となっております。県内他市の状況でございますが、令和２年

４月１日の状況によりますと、鳥取市が９９．４％、倉吉市が８５．９％、境港市が７９．

７％となっております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。年々上がってきているということはよく分かりました。最初

のほうはちょっと低かったなというふうに正直思うんですけども、御努力がありまして直

近だと８５．３１％ですね。 

 次に、年々増えてきている自主防災組織なんですけど、その活動内容というのを疑問視

するところもあります。とりあえず作ればいいという感覚がやっぱり多少あるのかなと思

うんですけども、結成できたんだけども活動実態がどうなのかということをお伺いしたい

と思います。 

○田村委員長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 自主防災組織の活動の実態でございますが、これはやはり単位自治会

の自主防災組織それぞれでいろいろな形がございますが、多くの取組状況といたしまして

は、防災講座あるいは教室、そういったものの開催、あるいは訓練の実施などに取り組ん

でおられると承知しております。中にはより多くの地域住民の皆さんの参加を促すために、

地域行事、こういったものとセットで活動を行うなどの工夫もされている組織もあると承

知しております。市といたしましても、補助金等による支援はもとより、各自主防災組織

の活動の活性化を図るために防災講座のメニューを作成させていただいたりとか、防災研

修会を開催いたしまして、参加いただいた自主防災会組織同士の情報交換の場を設定させ

ていただくほか、防災講座の際にはメニューの中に、体験型のプログラムを加えていただ

きますなど、自主防災組織の活動がより実践的なものとなるよう活動支援をしているとこ

ろでございます。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。活動内容について、年々考えられているなというところがよ

く分かりました。次は、年１回となる総合防災訓練についてお伺いしたいんですが、参加

している市民の人数と市職員の参加状態というのは、どうなっているのかというのをお伺

いしたいと思います。できれば地域に住んでいる職員が参加するのがいいなと思うんです

けども、その職員の参加状態、そしてまた防災訓練の内容についてお伺いいたします。 

○田村委員長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 防災訓練に参加していただいております市民の数、あるいは参加させ

ております職員の参加の状況、あるいは防災訓練の内容でございますが、防災訓練は年１

回、各地区、これは公民館単位でございますが、それを会場として実施しておりまして、
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訓練内容といたしましては、訓練をさせていただく地域の災害リスクを考慮いたしまして

決定しております。例えば、昨年の令和元年度には明道地区で訓練を行ったところでござ

いますが、こちらでは洪水を想定し、住民避難訓練、炊き出し訓練、あるいは水害につい

ての講習を行ったところでございます。例年の参加状況は、おおむね市民の方々が約１５

０名、職員は約５０名が参加しているところでございます。この場合、参加職員には訓練

の運営のほうに携わってもらっておりますが、できる限り訓練を行う地区に居住している、

もしくは近隣の地区に居住している、そういった職員に対して参加を要請して訓練を行っ

ているところでございます。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 参加されている人数は大体１５０人程度という形ではちょっと少ないなと

正直思うんですけども、例えば、中学校区ぐらいの範囲でやっているところもあるんじゃ

ないかなと思いますし、ちょっと午前中、補正予算の話をさせてもらってましたけども、

大阪府の高石市は１万１，０００人ぐらいが参加して、市を挙げてやっているというとこ

ろもあります。その防災訓練というのが、非常に小さい範囲でされているんじゃないかと

思うですけども、またそれに対して５０人という職員の数も逆に異常に多いんじゃないか

なと思うんですけども、その辺についてどう思われますか。 

○田村委員長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 防災訓練の開催の人数の規模のお話だと思いますが、たくさん参加す

るような訓練の内容は多分一定の目的があって、そういった大がかりにやるという組立て

があるんだと思います。一方、我々は公民館単位にある意味丁寧に小ぢんまりとですが、

そこに集中してやらせていただいておりますけども、委員の御案内の他市の状況を今後勉

強していきたいと思っております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 個人的な意見を言わせていただくと、職員が５０人入っちゃうと、指揮系統

が多分きちっとできるのかと思うんだけど、市民レベルの指揮系統というか、誰が誰を助

けていくのかとか確認するとかということが、逆に職員がやっちゃうとか、何かそういう

動きなんかの確認なんかも職員がやってしまって市民が参加するだけになっているんじゃ

ないかなって、自主防災組織はそういうものじゃないですよね。自分たちの地域は自分た

ちで守っていくんだ。誰をリーダーにして細かいリーダーみたいなのを決めてやっていく

というのが、本当の訓練だと思いますので、その辺をちょっと見直ししていただきたいな

と正直思っておりますので、今後に期待したいなと思っております。 

 次、防災士養成についてお伺いしたいんですが、防災士養成についての計画というもの

はどういうものか。また、市職員の防災士の資格取得状況というのを教えてください。 

○田村委員長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 防災士の養成計画、あるいは市職員の防災士資格の取得状況について

でございますが、防災士の養成は、鳥取県が行っております防災士養成研修、こちらのほ

うに受講者を派遣することで行っております。目標としては当面１００名を養成すること

を掲げておりますが、具体的な実績ですと、令和元年度までには累計で５３名、令和２年

度では１７名の受講を予定しているところでございます。また、市職員の防災士は現在の

ところ１７名でございます。 
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○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。着実に防災士をつくっていかなければいけないと思っており

ます。防災安全監と私は、たしか昨年一緒に取らせてもらいまして、宿題もしっかりやっ

てきたと思いますので、スキルアップをお互いしていきたいなと思っております。最後に

スキルアップの話なんですが、防災士のスキルアップについてどのように考えているのか

お伺いいたします。 

○田村委員長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 防災士のスキルアップについての考え方でございますが、防災士の皆

さんが有する防災に関する知見は、自主防災組織をはじめ防災に関する様々な場面におい

て活用いただくことで地域防災力の向上に資するものだと考えおります。そのため、防災

士の皆様には逐次スキルアップをいただくことが望ましく、防災知識及び技術の向上のた

め、引き続き鳥取県が行っておりますスキルアップ研修、あるいは本市が毎年実施してお

ります防災研修会など、こういったものへの参加を呼びかけていきたいと思っております

し、また今後防災士のスキルアップの一環といたしまして、自主防災組織や市の防災訓練

等にも参加していただける場を積極的に設けるなどの環境づくりに取り組んでいきたいと

思っております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 防災士に関して私も取った気になってしまって、今年度ちょっとまだ研修が

できていないような状態なんですけども、ぜひともそういった町にいる防災士の方が、ス

キルアップをしていって地域にその知恵を還元していくということは大切だと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 次に、公共交通活性化についてお伺いしたいと思います。循環バスであるだんだんバス

とかどんぐりコロコロの乗車人数を見ると年々減少傾向にあります。この原因と対策につ

いて伺います。 

○田村委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 コミュニティバスの利用減少の原因と対策についてでございます。

まず、利用者の減少要因は、いろいろなものがあるというふうに考えておりますが、主に

自家用車の利用が多いということではないかと、市民の皆様、当然高齢者の方も含むんで

すが、運転免許の保有率が依然として高いことが考えられるのかなというふうに思います。

そして、昨年度末におきましては、新型コロナウイルスの影響により大幅に利用者が減少

したというものでございます。この対策でございますけれども、今後、今もそうなんです

が、利用者のニーズの把握に努めるとともに、コロナ対策といたしましては、コロナ禍に

あっての公共交通の安全性をＰＲさせていただくことで利用促進につなげてまいりたいと

いうふう考えております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。次に、このコミュニティバスのだんだんバスやどんぐりコロ

コロなんですが、利用者アンケートはどうなっているのか、また、どんぐりコロコロに関

しては車両を新しくされたんですが、その利用者の反応というのを教えてください。 

○田村委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 まず利用者アンケートについてでございますけども、だんだんバス
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の利用者アンケートにつきましては平成３０年度に実施しております。また、どんぐりコ

ロコロにつきましては平成３１年度に実施しており、このアンケート結果等につきまして

は、ダイヤ改正等の参考にさせていただいているところでございます。そしてもう一つお

尋ねのどんぐりコロコロの新車両につきましては、乗降をサポートする電動補助ステップ

を搭載し手すりを装備した車両でございますので、特に御高齢の方に大変乗りやすいとい

う御好評をいただいているところでございます。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 できればアンケートの内容をまた見せていただければありがたいと思いま

すので、どのくらいの数のアンケートをとっているのかというのを知りたいですね。利用

者の方がどのようなことを求めているのかということも我々は知りたいと思いますので、

あとでまた教えていただくと助かりますがいかがでしょうか。 

○田村委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 後ほど皆さん方にお示しをさせていただきたいというふうに考え

おります。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 次に、生活路線運行対策事業については毎年話題になっているんですが、こ

の路線バスの乗車状況というのはどうなっているのかということと、それとともに改善策

というのがどうなっているのかというのを教えてください。 

○田村委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 路線バスの乗車状況と改善策についてでございますが、まず乗車状

況、これは利用状況でございますけども、これにつきましては、県内の路線バスの利用者

数につきましては、平成２８年度、平成２９年度、平成３０年度、大体６１６万人から８

万人ということで、近年横ばいの傾向にございます。改善策といたしましては、昨年に公

共交通ビジョンをつくったところですけども、それに基づき今年度につきましては、高校

生や高齢者に対する定期券の取得助成、バス待合環境の整備助成や各種イベントと連携し

た利用促進に取り組んでいるところでございます。また、名古屋大学と学術コンサルティ

ング契約を締結させていただいて専門家の意見を取り入れた施策を今検討しているという

ところでございます。今後もこの生活路線運行対策事業につきましては、国及び県の補助

金をきちんと確保しつつ、バス事業者などの関係機関と協力してこの公共交通機関の利用

促進に努めることでその改善を図っていきたいというふうに考えております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 先ほどの数字ですが、これは県内の路線バスの利用者数という数字なんです

が、米子市内というのは出ないものなんですか。 

○田村委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 申し訳ありませんが、手元に市内利用者数の数字は持っておりませ

んので、分科会において御報告させていただきたいと思います。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。それとともに、公共交通活性化推進事業という事業がたしか

あったと思うんですけども、高齢者の運転免許の自主返納、たしか７０歳以上の方だった

と思いますけども、に対してバスの定期券の購入の補助をするという事業がありますが、
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この事業の効果というのをお聞きいたします。 

○田村委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 高齢者向けのバスの定期券のいわゆる助成でございますけども、こ

の助成件数でございますが、令和元年度で２５５件、これは対前年度比で９８件増加して

おりまして、自家用車から公共交通への利用転換を推進することができたものと考えてお

ります。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 そうすると素人目に考えると、バスの定期券の購入というのが増えたという

ことですので、利用者が増えているのかなというふうに単純に思うんですけども、そうい

うわけにはいかないかもしれませんけども、今後、期待したいなと思っております。 

 次に、地域における福祉活動の推進ということでお伺いしたいと思います。平成２９年

度から始まっています地域支援活性化事業で、福祉協議会の中に地域福祉コーディネータ

ー１名をおいて、地域の実態の把握とか相談支援など、地域のネットワークを構築してい

く事業だということですが、この方の具体的な役割と実績というのを教えてください。 

○田村委員長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 地域福祉コーディネーターの具体的な役割と実績についてでござ

いますが、地域福祉コーディネーターは、地域で取り組まれる地区版地域福祉活動計画の

策定支援や支え愛マップの作成支援、またふれあい生き生きサロンなどの地域活動の支援

などを通じまして住民の皆さんが地域課題を共有してその解決に向けて相互に支え合う体

制づくりを支援する役割を担っております。また昨年度でございますけれども、地区版地

域福祉活動計画を既に策定済みの地区への計画推進の支援ですとか、新たに計画策定に取

り組まれる地区への支援、また支え愛マップの住民向け説明会やマップの作成支援を行う

など、支え合いの地域づくりに向けた支援を行っているところでございます。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。次に、非常に似たような事業なんですけど、地域力強化推進

事業というのがございまして、現在モデル事業というか、モデル地区として地区担当コミ

ュニティワーカーを１名配置しているということなんですけども、この方の具体的な役割

と実績について、また地域での評価についてお伺いいたします。 

○田村委員長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 地域力強化推進事業で配置しております地区担当コミュニティワ

ーカーにつきましては、公民館区域を担当いたしまして、地域により深く関わることで地

域に関わる多様な団体や機関や社会資源がつながって、協働する体制の構築や地域住民の

生活上の困りごとの相談を受け止めて支援機関につなぐ役割を担っております。昨年度は

義方地区をモデル地区といたしまして、福祉なんでも相談室を開設いたしまして、地域活

動や生活に関する相談対応や自治会長さんと一緒に地域の中を歩いて自治会活動の現状や

地域課題の把握を行うまち歩きの実施、そして地域住民に対します地域福祉への理解と啓

発を目的といたしました研修会の実施、そして義方小学校や鳥取大学医学部の学生ボラン

ティアさんとの連携などを行ったところでございます。モデル地区におきましては、努め

て丁寧に地域との関係づくりを行っておりますことから、地域の皆様には気軽に相談でき

る存在として御認識いただいたのでないかと思っております。また、福祉なんでも相談室
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や新たなつながりを創出する取組に関しましても、一定の評価をいただいているものと考

えております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。この地区担当コミュニティワーカーというのが非常にキーだ

なというふうに私は思っておりまして、こういう方が地域に増えていけば、各地域におい

ていくことによって非常に細かいところまで目がいくということで、今後増えていくんだ

ろうなと思いますし、これは多分厚生労働省が示している地域共生社会につながっていく

ような動きなんだろうなと私自身は思っております。非常に期待しております。今後地域

共生社会を目指してコミュニティワーカーの確保とか育成が非常に重要になってくるんで

すけども、これについての見解をお伺いいたします。 

○田村委員長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 先ほど委員おっしゃいますとおり、人材の確保と育成といった点は

大変重要な課題であるというふうに認識いたしております。そこで既存の地域づくりに関

します事業を順次整理していきながら、また国の補助金を先ほどの事業がありましたよう

に、最大限に活用していくことで新たなコミュニティワーカーの確保に努めてまいりたい

というふうに考えております。またあわせまして、今後は社会福祉士などの専門職の活用

ですとか、人材育成のための研修を通じまして、コミュニティワーカーのスキルアップを

図ってまいりたいと思っております。なお、コミュニティワーカーの一助になりますよう

に、今年度地区担当保健師、地域を回る役割ということで何度か御答弁の中で申し上げて

おりますが、地区担当保健師やまた地域活動支援員などを配置いたしまして、コミュニテ

ィワーカーとの連携を図っているところでございます。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。各地域の高齢化が進んでいて自治会長さんとか民生委員さん

とか、ほんとにいろんなことを兼務しながらされているので、とっても１人でやっていく

というのは大変だということで、そういう方がいるだけでも心強いと思いますし、いろん

な相談をしながら、またいろいろ一緒に活動しながら地域を変えていくというのが、光が

見えたんじゃないかなと思いますので、大変期待しておりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 次に、こども総合相談についてということで質問させていただきます。妊娠期から学齢

期にわたる切れ目のない相談支援体制としてこども総合相談窓口というのが開設されて、

今年で３年目になるんですね。その実績について、相談件数と年齢層、また相談内容につ

いてお伺いいたします。 

○田村委員長 湯澤こども未来局長。 

○湯澤こども未来局長 こども総合相談窓口の実績についてでございます。令和元年度こ

ども総合相談窓口におきます利用者支援事業の相談ですけれども、相談件数は３４８件で

ございました。相談対象の年齢層でございますが、就学前のお子さんが２６５件、小学生

が４０件、中学生が４件、中学卒業以上が３８件で、このうち１８歳以上の方が３３件ご

ざいました。残り年齢不詳の方が１件ございました。相談内容につきましては、園や学校

に関することが１９６件、親や子の心身に関することが８１件、様々な手続に関すること

が１６件、育児に関することが１５件、家族に関することが７件、妊娠・出産に関するこ
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とが５件、というような状況でございました。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 ありがとうございます。分かりました。私はこのこども総合相談窓口につい

ては大変評価しています。切れ目のない相談支援ということで１８歳以上の方も３３人い

たということで、非常に評価できるんじゃないかなと思いますし、これがやっぱりキーに

なってくるのかなと思います。本事業をどのように評価しているのか、また関係機関との

連携についてはどうであったのかお伺いします。 

○田村委員長 湯澤こども未来局長。 

○湯澤こども未来局長 この事業の評価ということでございますが、こども総合相談窓口

は子どもに関する様々な相談に対応しまして、妊娠期からおおむね学齢期までの切れ目の

ない相談者の不安や悩みに寄り添った相談支援を行っているところでございます。様々な

機会を捉えて広報にも努めまして、市民の方々や関係機関の皆さんにも浸透しつつあると

考えているところでございます。また、関係機関との連携につきましては、こども未来局

を中心に福祉保健部や教育委員会などの庁内関係部署、児童相談所、医療機関などの外部

機関と連携いたしまして、各機関の専門性や役割分担によりまして、必要な支援を行って

いるところでございます。こども総合相談窓口を運営する上で機関連携は不可欠なものと

考えておりまして、今後もこの体制を充実していきたいと考えているところでございます。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 この質問の最後に、地域福祉計画の総合相談体制との連携についてどう考え

ているのかお伺いします。 

○田村委員長 湯澤こども未来局長。 

○湯澤こども未来局長 総合相談体制との連携ということでございますが、今後部内で地

域福祉計画に掲げる総合相談体制の構築を行う上で、現在計画しております総合相談支援

センターが地域で身近に相談できる場所として、子どもに関わる様々な相談にも対応して

いくこととなりますけれども、そのうち継続的、専門的に支援していくケースにつきまし

ては、こども総合相談窓口がこれまでどおり対応していくこととなりますことから、今後

もこども総合相談窓口の機能をさらに充実してその役割を果たしていくことが必要となる

と考えております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 次に、農業振興についてお伺いしたいと思います。農業振興を考える上で荒

廃農地対策というのが非常に課題になっているんじゃないかなと思います。荒廃農地の発

生原因として、高齢化とか労働力不足とか、農地を持つ非農家の増加とか、農産物の価値

低迷、それから収益の明るい作物がないことなどが挙げられているんですけども、こうい

った意味で荒廃農地ができてしまうというのは、こういった理由なんですけども、やっぱ

り解消していかなければいけないということで、弓浜荒廃農地対策事業とか、また皆生と

か淀江、富益なんかで基盤整備事業なんかが行われているんですけども、このことについ

て、この農地に関して着実に担い手がきちっとついているかどうかという疑問がありまし

て、県の普及所とか担い手機構なんかにお願いしているんですけども、この着実に税金を

投じて整備された農地に関して利用されているかどうかということを確認したいと思いま

す。 
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○田村委員長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長兼農林課長 税金を投入して整備しました農地が、着実に利用

されているのかというお尋ねでございます。まずお話がございました弓浜荒廃農地対策事

業についてですけれども、令和元年度、和田地区の０．４ヘクタールについて実施したと

ころでございます。先ほど委員さんのお話にありましたように、農地利用について県や鳥

取県農業農村担い手育成機構任せになっているんじゃないかというお話もありましたが、

県や鳥取県農業農村担い手育成機構に事務手続で助けをかりるということもあるんですけ

れども、この対策事業についてですけれども、地権者と担い手のマッチングにつきまして、

本市が雇用しております農地中間管理事業推進員が出向いて調整を図りました。その結果

として、事業完了後、耕作条件が改善された農地が担い手に集積され、現地では白ネギが

栽培されることになったということでございます。また、皆生、富益、淀江地区の基盤整

備事業につきましては、これは鳥取県農業農村担い手育成機構が中心となって担い手との

調整を図ることとしておりますけれども、整備済みの農地が担い手に集積され耕作開始さ

れるよう市といたしましても地権者の協議会等を支援し、着実な農地利用につなげていき

たいという具合に考えております。 

○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。うがった見方をして申し訳ないんですが、例えば、この和田

地区にしても新しい方が入られた。だけども、今まで使っていたちょっと不便なところは

やめて新しいところに入ってしまった場合、荒廃農地がまた増えてしまうという危険もあ

るわけですので、この辺、しっかり見ていかなきゃいけないなというのと、以前、一般質

問でさせてもらったんですけど、この事業に対する縛りがないというか、何年間は作って

いきなさいという、たしか縛りがなかったものですから、非常にリスキーな感じがして、

というのは私も農協時代に、昔は遊休農地と言っていました。遊休農地解消事業というの

をさせてもらって市の職員さんと一緒にやったんですけども、結構な数をやったんですけ

ども、結局条件が悪いということでなかなか次の作り手がなくて、２年３年するとまた戻

ってしまったという苦い思い出があって、自戒の念があってその辺をしっかりやっていか

なきゃいけないなということで言わせてもらいました。今後ともしっかりこの荒廃農地対

策をやっていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

最後の質問になります。合併処理浄化槽設置事業についてお伺いいたします。国の定め

た汚水処理場の１０年概成に基づいて、合併処理浄化槽の設置事業が拡大されましたけど

も、ここでいう年間１００基という設置目標が出されているんですけども、この１００基

の根拠というのをお伺いします。 

○田村委員長 矢木下水道部長。 

○矢木下水道部長 合併処理浄化槽の年間１００基の設置目標の根拠ということでござ

います。国の汚水処理対策の１０年概成方針に基づきます本市の生活排水対策におきまし

て、令和８年度末に公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽、この３つを合わせまし

た汚水処理人口普及率９５％というのを目標にしております。公共下水道の新規整備を年

間６０ヘクタール実施いたしますとともに、公共下水道の早期整備が困難な区域におきま

しては、合併処理浄化槽の普及を年間１００基とすることによりまして、令和８年度末に

９５％を達成できると見込まれることから設定した数字でございます。 
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○田村委員長 前原委員。 

○前原委員 分かりました。たしか汚水処理人口普及率というのが公共下水と農業集落排

水と合併浄化槽を併せて現在９０．３％だと思います。少し近づいてきたんですけども、

これに関してやっぱり国が９５％を目指しなさいということですので、しっかりやっても

らって、進めてもらってこの汚水対策を着実に処理されるような形を期待しまして、私の

質問を終わります。ありがとうございました。 

○田村委員長 次に、政英会、岡田委員。 

〔岡田委員質問席へ〕 

○岡田委員 マスクを取らせていただきます。政英会の岡田啓介でございます。議案第８

５号、令和元年度米子市一般会計等の決算認定について質問をいたします。まず令和元年

度米子市一般会計決算、これは当然ですけども、各部署で総括なんかをされるんだろうと

思うんですけど、係であったり課であったり部であったりということで、これ例えば各課

のほうで総括をされて、各部長への報告というのをしておられるのかどうかというのをお

伺いします。 

○田村委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 基本的に各課の総括を各部でしているかなどなどのお尋ねでござ

いますが、本日いろいろお答えで出ております政策企画会議というのがございます。これ

におきましては、まず新年度当初に各課の重点課題というのを、各事業、主要な事業があ

りまして、それにつきまして四半期ごとにいろいろ進捗管理を図っている。全体は市長・

副市長に同席いただいて各部ごとに重点課題の当然進捗状況を確認するとともに、事業が

終わったということについても確認させていただくわけですが、当然各部におきましては、

各課の進捗状況もそれに併せてさせていただいている。そういうような仕組みで現在事業

の進捗状況なり総括を図っているところでございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 そうしますと、各課の課長のほうからの報告で、各部長はきちっと各課の状

況を把握しているという現状でよろしいんだろうと思うんですけれども、そうしますと各

部長において、今のその現状、例えば報告、事業の進捗状況だけでなくて、今どういった

課が例えば課題を抱えているのか、事業内容そのものだけじゃなくて、例えば働いている

人の中でマンパワーの部分で問題があるのかとかですね、そういったようなことも含めて、

予算とか決算、いわゆるお金の部分だけじゃなくて、総合的に担当課長が組織を把握して

いくという責務があるんだろうと思うんですけれど、例えば、いかがですか総合政策部長

なんかはどういったような感じで報告を受けておられて、どういう分析をされてこの令和

２年度、こういった形でそれを生かして部長としての職を遂行しているというのをぜひ御

報告ください。 

○田村委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 御指名ありがとうございます。これは私どもの部のお話をまずさせ

ていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、まず年度当初にそれぞれの

部での重点目標、そこには当然課での重点課題というのがございまして、それを掲げてそ

れについて進捗管理をさせていただいているところでございます。いわゆる組織の体制に

つきましては、これは当然現状についてはそれぞれの所管で把握しているわけでございま
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すけども、これは年に定期的に、大体夏前後でございますけども、これは職員課とか調査

課、いわゆる組織とか人員を担当する部署が実際に今の現状についてどうなんですかとい

うような点検を総務部長にしていただいて、そして最終的には、次年度の予算なり組織な

りに、当然市長・副市長のきちんとした査定を受けてそれを反映させていただくというこ

とになっております。これは一般的な話でございますが、いわゆる令和元年度の今日は決

算でございますので、それについても少し私のほうからお話をさせていただきますと、総

合政策部の決算に係る総括についてでございますが、この令和元年度、委員御案内の方も

多々いらっしゃると思いますが、主な事業といたしましては、米子市のまちづくりビジョ

ンの策定、あとは新市まちづくり計画の総括ですとか、中海・宍道湖・大山圏域市長会に

よる広域連携、あとは都市計画法の土地利用、先ほどの公共交通の話、などなどの主要課

題がありました。それらの主要課題について総括をいたしますと、当初の目標どおりほぼ

事業の実施を図ってきたというふうに考えております。これにつきましては、監査委員の

ほうにも同様の報告をさせていただいております。なお、個別の事業につきましては、次

年度に向けて改善すべきような中身もあるかどうかを考えますが、それにつきましては明

日以降の決算分科会で委員の皆さんからの御指摘を踏まえて対応させていただきたいとい

うふうに考えております。以上でございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 決算ということで当然議会でも議論させていただいて、それぞれ指摘をさせ

ていただくということなんですけれども、そもそも各係なり課のほうできちっとした総括

というものがされないと、なかなか我々が指摘してもそれが次に生きるということもない

でしょうし、当然総括自体はしておられるんだろうと思うんですけれど、その総括したと

きに、やはり課の中だけでは解決できないとか、係の中だけで解決できない問題というの

は当然出てくるんだろうというふうに思います。ただ単にその業務がきちっとこなせて、

予算もきちっと消化して、いわゆる施策の説明書としてはきちっと事業としてできており

ますということが報告として出てきても、例えば、こういう例があまりないのかも知れま

せんけど、例えば人間関係がちょっと悪くて非常に働く者のモチベーションが下がってい

るとか、というような部分というのは実際問題は多分あるんだろうと思うんです。そうい

ったデータというのはここに出てきませんので、そうするとそこに関してはやはり各係な

り課のほうできちっと把握をしていただく、出てきている説明書等を読んで我々も質問さ

せてもらった上で、決算に対する指摘というのをさせてもらうんですけれども、それがき

ちっと係なり課に落ちていって、部長なりにきちっと上がって、その課長で解決できない

部分は部長で解決をしていただくとか、もっと言えば市長・副市長が出ていかれるという

ようなことにやっぱりなっていかないと、決算という作業自体を進めていく、やっぱり意

義というのはそういう部分にもあるんだろうというふうに思いますんで、そういった把握

というものもぜひやっていただきたいということです。それで、各部の部長は例えば把握

ができているにしても、それが例えば部の中で課が何個かあるんだろうと思うんですけれ

ど、うまくいった事例が同じ部の課長の中で共有できている。共有できる体制自体は取っ

ておられるんだろうと思うんですけれど、共有させるための何かこういうことをやってい

ますというようなこととかがあるんでしょうか。そういう具体的な会議があるとかという

ようなことがあるのかどうか伺いたいと思います。 
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○田村委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 課題の共有をいかにして取っているか。そういうような仕組みがあ

るかとのお尋ねでございますが、まず、部内の課題でしたら、当然、市役所の庁議が終わ

った後に、それぞれの部で課長会というのがございますので、その課長会において、基本

的な課題はそこで共有するというかっこになっておるということでございます。そして、

いわゆる部を越えて、いわゆる例えばいろいろな課題があるんですが、具体的に言います

と中海の利活用ですとか、米子駅前の問題、あとは街中と郊外の一体的な発展とかそうい

うような課題につきましては、これは部局横断事項というふうにそれぞれ位置づけまして、

これについては、プロジェクトのリーダーを案件によっては、市長もしくは副市長にリー

ダーになっていただいて、部局横断の課題ということでこれも政策企画会議での議論をさ

せていただく。そしてそこで進捗管理をさせていただくというような仕組みにさせていた

だいております。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 ぜひとも、当然しておられるんだろうと思うんですけれど、全庁的な失敗に

しても成功にしても、共有できるようにして、失敗であれば同じ轍は踏まないようにする

とか、成功体験であればそれを横展開していって同じような成功体験が味わえるように、

そういう組織運営ができるような形に持っていっていただけるようにお願いをしたい。特

に政策課題があったときに、横の連携というものが取れていないと、課でこの事業をやり

ますとか、係でこの事業をやりますという区分けにはなっていますけれど、やはり実際に

やってみれば、違う課との連携がもっと必要だなとか、というようなことも出てくるんだ

ろうと思うんで、そのあたりは風通しのよい組織といいますか、住民の方にとっても満足

度の高い行政サービスにしていくというのは当然なんですけれど、働いている者にとって

もいわゆる働きがいの高い仕事にするように、当然ですけど、働きがいを職員の皆さんが

感じられれば高い行政パフォーマンスになっていくんだろうと思うんで、そこは好循環が

生まれるようにぜひとも組織運営のほうをしていただくように要望しておきたいと思いま

す。 

 具体的に例えば、合併処理浄化槽設置事業、先ほど前原委員のほうからも質問があった

んですけれども、令和元年度はもともと１００基の設置目標ということなんですけども、

これは厳しい言い方をすると未達ですね。９０基しか令和元年度はできなかった。これは

営業の世界でいくと未達ということで達成できなかったことになるんですけれども、これ

どうでしょうか、未達になった原因というのをどのように考えておられるのかお伺いした

いと思います。 

○田村委員長 矢木下水道部長。 

○矢木下水道部長 合併処理浄化槽の目標が達成できなかったということについてでご

ざいます。国の１０年概成方針に基づきます生活排水対策方針の中で、浄化槽の設置にお

きましては、先ほどの前原委員の御質問にも御答弁させていただきましたけども、年間１

００基を達成すべき目標といたしまして、広報による周知のほか、年度当初には各地区に

おきます説明会なども開催いたしまして普及に努めてきたところでございますが、先ほど

委員おっしゃいますように実績といたしましては９０基ということになっております。こ

の要因ということについてでございますけども、申請件数につきましては、昨年度１１月
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末には８１件、各月順調に増えていったわけでございますけども、冬場に入りまして伸び

が鈍化いたしました。理由につきましては、冬場の工事が手控えられたことや、年度内に

工事が完了しない場合を見越して次年度に申請を回された方などもあったのでないかとい

うふうに考えております。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 今言われたように年度末になっていけば次年度に回されるとか、１１月ぐら

いまでは順調にいったけれども後半は失速したと、先ほど言われた理由というのは、ある

程度一番初めの時点で想定されていたことなんだろうと思うんですけれど、その事前に、

これちょっと厳しいことを言うようなんですけれども、１００基をやるという数値目標を

立てた以上は、初年度から達成できなかったということに多分なっているんですね。確か

に設置業者の方なんかに聞きますと、もともとの補助割合が低くてあまりやっていなかっ

た。ただ補助割合を大きく上げたんだけれども、そうは言っても自己負担が結構あるんで

すよね。その便座の部分だとかなんとかということで、補助率は９割ありますけれども、

工事全体としてはそれなりの手出しがあるもんですから、なかなか１００基というのは難

しいんじゃないですかというようなことを言われる業者もいたんですけれど、その中では

９割というのはかなり実はよくやっておられるなというのが僕の正直な感想だったんです

けれども、ただそうは言っても、さっきおっしゃったように令和８年度には９５％までも

っていくということで、令和元年度は１００基やらないと駄目だという目標を立てた以上

は、本来であれば初年度からこけるというは、なかなか営業の世界なんかだとなかなかな

いんですね。途中で中だるみして緩むということはあっても、本来であればそこで１１０

基なり１２０基ということ、やっぱり貯金でもつくっていくというぐらいの気合がないと

いけないところだったんだろうと思うんですけれど、実際にやって見られて、広報だとか

周知、このいわゆる９割補助が出ますよというようなことをまだ知らない方が結構おられ

るもんなのか。設置業者の方なんかもやっていただいたりして告知をやっておられるとい

うふうに聞くんですけど、その辺りはいかがなんですか。令和元年度は結構できたもんな

んですか。結構周知徹底はできたというふうにお考えですか。 

○田村委員長 矢木下水道部長。 

○矢木下水道部長 令和元年度の市民の皆様への周知徹底ということについてでござい

ます。先ほども申しましたけども、年度当初には地区での説明会なども開催し各戸にチラ

シなども配布もさせていただきましたが、令和元年度を終わってみましてまだまだ住民の

方全てにこの制度が周知されているというふうには考えておりません。今後は、令和元年

度の結果を見ましてさらなる普及を図りまして、例えば今後は、戸別訪問によりまして、

十分な説明をさせていただくとか、そういった形をとりましてさらなる普及促進の強化に

努めてまいりたいというふうに考えております。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 あとですね、令和元年度にやってみられて、人員的に合併処理対策事業のほ

うに振り向けた人員が例えば足りなかったとか、もっと人員がいれば１００基はもっとい

けたのにというようなことが部長の中にあるのかどうかというのをお聞きしたいと思いま

す。要は人員面での不足があったかどうかということですね。 

○田村委員長 矢木下水道部長。 
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○矢木下水道部長 一応合併処理浄化槽の担当というのはおりますけども、この普及につ

きましては、課内で協力体制を築いてやっております。人員体制が不足しているというふ

うには考えておりません。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 それであればぜひとも、皆さんにとにかく１００基をやるんだということを

部内のほうでも徹底していただいて、ぜひとも令和２年度はやっていただきたいと思いま

すし、これは生活排水対策事業ということで伊木市政になって大きくこれまでは下水道で

とにかくやっていくんだといった考え方から、合併処理浄化槽も含めて生活排水対策事業

をやっていくという、大きく舵を切ったわけですから、これはぜひとも当初の目標どおり

に達成できるよう御尽力をしていただきたいというふうに思いますので、やはり初年度の

反省を生かしていただく、これは同じ作業、設置作業をやっていくわけですから年々スキ

ルがアップしていって、年々大きく数字が上がるというような形にもっていっていただき

たいというふうに、令和８年度と言わずに前倒しで令和７年なり令和６年にできましたと

いうようなことになるように、ぜひともしていただきたいというふうに思います。ぜひと

も令和元年度で行ったことをぜひとも生かしていただくということを指摘及び要望させて

いただきたいと思います。 

 続きまして地籍調査事業についてお伺いをいたします。こちらは結果的には予算の執行

が結局６割程度に終わっておりますけれども、この理由についてお伺いしたいと思います。 

○田村委員長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長兼農林課長 最終予算額と決算額との開きについてのお尋ね

でございますが、本市の地籍調査事業ですけれども、財源が国・県の補助金及び地方交付

税で９５％をまかなっているということでございます。令和元年度につきまして、国に対

して要望をいたしましたんですけれども、それに対する交付の決定額がそれに満たなかっ

たということで、補助額に応じた地籍調査区域の見直しを行いまして、調査区域を減じた

ためこのように余ったということでございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 そうしますと、国のほうから交付金なり補助金が出てこないと分かったのは

いつぐらいなんですか。 

○田村委員長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長兼農林課長  国・県からの補助金の交付の決定時期でござい

ますけれども、例年４月の内示を経まして、４月または５月に正式に補助金の交付額の決

定の通知がまいります。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 そうしますと当初予算の４，４００万ですかね、当時の農林課のほうで予算

を組んでおられますけども、それはもう５月の時点でできないということがもう分かって

いたということですね。 

○田村委員長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長兼農林課長 確かに去年の場合でいいますと、５月の２７日が

交付決定日でございました。しかしながら、そのときに分かったのではないかということ

でございますけれども、県内全市町村で地籍調査事業というのは国の補助金を活用してや
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っておられます。その中でいわゆる執行残等でお金が余ることがあると、そういうときに

県がいわゆる、国から県に配分されたお金を集めてさらに配分される場合もあるというこ

とと、あとは国から補正予算が実施される可能性もあったことで状況を見ていたというこ

とでございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 そうしますと最終予算額も４，４００万だけれども、決算をしてみたら２，

６００万だったという、要は途中の国なり県なりの動向いかんによっては増える可能性も

あったというところはどの程度の可能性があったのかというのが私は分からないんですけ

れども、ただ当然、当初予算を組んでどういった財源でどういった形で当初は国のほうが

配分してくれた予算を中心にということで予算を組まれたんでしょうけども、それの状況

が変わったとか、要は５月の末ぐらいに来る、そこが多分一番大きなポイントだったんだ

ろうと思うんですね。当初の予算としてはですね。そこで来なかったけれども最終的にひ

ょっとしたら来るかもしれないと思って最後まで引っ張って最終予算も変わらず、だから

減額補正もすることなく、ただ決算として残が２，６００万でした。というそのやり方が

どうなのかということはあるんだろうと思うんですね。せっかく当然ですけど、当初予算

を組んでというか財源で、当然人員配置もされて準備もされて地籍調査事業をするという

ことで始まったわけじゃないですか。そうするとそのために配置した人員はどうなったの

かとか、その部分をやらなかった。やらないことが明確になってきたんであれば違う財源

を使う。この場合地籍調査は結構国の財源補塡が大きいですから、そっちのほうでやりた

いというのは分かるんですけれども、言っても地籍調査事業というのはやっていかないと

いけない事業だと思うんで、その辺りの途中の説明とかというのはなかったと思うんです

けど、要は予算執行の在り方として１年間を通じてそれでいいと思っておられますか。そ

れともそういう状況が変わったときには委員会か何かで報告をしておられますか、いかが

でしょう。 

○田村委員長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長兼農林課長 まず状況が変わったときの委員会への報告とい

うことですけども、これは現実には行っておりません。ただまたあと状況が変わったとき

に、いわゆる可能性があるのでそのままにして減額補正をせずに進めていったということ

で、それは漫然に行った面もあると思いますので、それは考えてみたいと思います。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 ぜひ考えるんじゃなくてぜひ改善をしていかないと、どう考えても当初予算

を議会で議論して議決をして、当初議決した前提が例えば変われば当然ですけど報告をし

ていただかないと、その上でどういうふうにしたらいいのかということを議会も含めて議

論をしていくというのが本来の在り方だろうというふうに思いますので、そこはぜひ改善

をしていただくということで、これは副市長よろしいでしょうか。 

○田村委員長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 委員の御指摘のとおり改善したいと思います。これは改めて申し上げるま

でもありませんが、公共事業といわゆる国が事業費認証によって事業を実施していくとい

うものがあります。この議会でも御議論いただきましたが、そういったものの予算管理が

必ずしも従来適切に行われてこなかったという反省もあって、いまそういった事業につい
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ては、国の事業費認証が出た時点でその状況も御報告したり、最終的に補正予算をどこで

改めるのかというようなことは、先ほど中久喜農林水産振興局長から申し上げたとおり国

の追加配分等もありますので、その辺はまた工夫の余地があるわけですけども、何にして

も今の状況をきちんと御報告して議会と一緒に事業を進めていくということをやっており

ます。この国調の部分については少しそれがぬかっていたと思いますので改善いたします。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 ぜひともそのような対応でお願いをしたいというふうに思います。 

続きまして道路維持補修事業についてお伺いをいたします。令和元年度の予算を終えて

みられて除草作業とか道路補修作業、いろいろあるんだろうと思うんですけれども、住民

ニーズを十分に満たしていたというふうに認識しているのかどうかを伺いたいと思います。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 住民ニーズを十分満足させるような維持修繕だったかということ

でございますけども、我々道路整備課一丸となって住民の皆さんの日頃の安心・安全を確

保するべく道路維持補修に当たっているという考え方ではございますけども、それが住民

の皆様方全てに対しまして満足をしていただけているものであるかということについては、

必ずしもそうでもないという思いはいつも感じておるところでございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 特に除草作業といいますか、道路の草の状況が、当然暑い時期になると成長

の速度が速いもんですからいつも短くするということは当然難しいんだろうと思うんです

けれど、やっぱり私なんかのところにも草が伸びているから刈ってほしいとか、問い合わ

せが結構来るもんですから、その中で今の予算の中で、例えばある程度市道の中でも基幹

的な部分は年に２回刈っているとか３回刈っているとかというのがあると思うんですけれ

ど、これの回数がもう少し増やせないもんか、あとパトロールなんかをされておられると

思うんですけれど、その中で自分で見て草が生えている。生えているものをすぐ刈れるか

どうかというのはいろいろ順番みたいなものもあるんだろうと思うんですけど、もう少し

草を刈る頻度を高くするとかというようなことができないもんなのか、それとも例えば住

民の方から担当課のほうにでも草が伸びていて困るという連絡なり苦情に近いようなもの

だったりすると思うんですけれど、令和元年度は結構あったもんですかないんですか、い

かがですか。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 まず２回刈り３回刈りについてでございますけども、委員御指摘の

とおり当然年に１回刈っても草の成長は早いですので、適宜２回刈り３回刈りというのは

行う必要があるという具合には考えますけども、現在のところは現計予算の中でそれぞれ

工夫もしながら２回刈り等は実施させていただいているところでございます。これに対し

ます市民の皆さんからの通報ですとか苦情につきましては、令和元年度に何件あったかと

いうことは、今は把握できておりませんけども、道路整備課のほうに聞きましたところ、

そういった市民の皆様からの通報ですとか苦情というのは確かにあるということでござい

まして、その案件につきましてはその都度ということになりますけども、対応のほうも行

っているという報告を受けております。 

○田村委員長 岡田委員。 
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○岡田委員 これも際限がないところもあって、夏の間に３回でも４回でも切ればいいの

かと言われればそうでもないんだろうと思うんですけれど、現実的に今のこの予算の中で

ある程度のところは回しておられるんでしょうけれど、そのより一層の創意工夫と、あと

ボランティアなんかにもしていただいているところがあると思うんですけれど、これは例

えば、ボランティアさんにやってもらっているところの把握というのはきちっとできてい

るもんなんですか。これ意外と見てますと、もともとボランティアさんがしておられて今

でもきれいなところと、そういう団体の方がお年をとられたのか活動がなくなったのか分

からないですけど、米川沿いなんかのところでもやられなくなったところとかが結構ある

んだと思うんですけど、そういう把握というのはきちっとしておられるもんですかいかが

ですか。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 言われますボランティア団体さんというところが、実際ボランティ

アの中で除草ですとか清掃作業を行っておられるという団体等については、市のほうでも

把握をしております。これは市だけではなくて、国と県と市と、三位一体といいますか、

協定に基づきまして相互に対応しているところでございますので、ボランティア団体さん

については市のほうも認識しているところでございます。また、先ほどもおっしゃられま

したように、地元の方が活動の中でボランティア的にやっていただいている箇所も米子市

内にはたくさんありまして、御存じだと思いますけども、環境美化をするような団体等も

ございまして、そちらに除草等をしていただいているところというのもございます。しか

しながら、そこがどこなのかという位置の限定につきましては、大変申し訳ありませんけ

ども、十分な把握はできていないものだと思います。あわせまして、おっしゃられますよ

うにそういった団体の皆様方もどんどんお年を召してこられまして、御高齢になってこら

れておられます。そういった意味でそういったボランティア的な活動が少なくなってくる

ということは私どもとしてもそういう感じ方はしておるところでございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 ぜひきれいな米子のまちを維持するためにも、例えばボランティアの方も年

に２回やっていたけども、年なので年に１回しかできないというならあとの１回は行政の

ほうでやりますんで、ぜひとも２回やっておられるところに１回だけはやってくださいよ

とか、まさにそういう面でも公民連携だと思うんです。そういうことをやっていただける

方にはやっていただいてきちっとお礼も言わないけんと思いますし、きちっと把握してい

ただいて、連絡を取っていないんで知らん間にやっておられなくなって、ものすごく放置

された状況になって、市民の方から汚くなったけどと通報を受けて、見に来てみたいなこ

とを言われることもあったりするもんなんで、ぜひともそこはきちっと意思の疎通をとっ

ていただいて、やっていただける分に関しては、非常にありがたいお話でありますんで、

ただそれを当局のほうが全く把握していないでは困ると思いますんで、ぜひそこは把握を

していただいてきれいな米子市になるようにやっていただきたいと思います。 

 最後に空家等対策事業についてお伺いをいたしますけれども、これは元年度に行った事

業でこれも先ほどの地籍調査ではないですけれども、予算が半分の消化で終わっておりま

すけれども、これはどういった理由で半分になったのかをお教え願いますでしょうか。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 
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○隠樹都市整備部長 この空家等対策事業の不用額についてでございますけども、こちら

は令和元年度に行いました特定空家等の略式代執行、これに伴う事業費の請け差と鳥取県

居住支援協議会の負担金の実績減に伴って市の負担額が減ったことによるものでございま

す。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 これはそうしますと行政代執行に係る予算が当初見込んだものよりも大分

少なかったということでよろしいんですか。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 そのとおりでございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 そうしますと特定空家そのものはまだ４０件ほどあるわけですので、行政代

執行するかどうかというのはかなりシビアなところではあると思うんですけれど、事前に

ある程度のその件数というか、４０件の特定空家のうちの何件かはこの行政代執行の可能

性があるということであれば、１件だけを進めてみてやってみたら費用が少なくて予算が

半分で済みましたということじゃなくて、例えばそれであればもう１件、行政代執行がで

きたんじゃないかなというふうに私なんかは単純に思うんですけれども、そういう準備的

なものというのはしておられなかったのかどうかというのを伺いたいと思います。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 代執行につきましては、委員おっしゃいますように米子市内にはそ

れに該当するような案件は多数ございます。その中でやはり今回のことに限定しますと、

今回はそういった道路に倒壊する危険が非常に高かったということで、今回の当該の特定

空家の除去を行うために組ませていただいた予算でございますので、やはり予算面から見

ても予算がたとえ余ったからといってそれを使った新しいものをやっていくということで

はないという具合に考えておりまして、今回の案件につきましては、該当する１件の空き

家だけを代執行の対象として予算を執行させていただいたところでございまして、その結

果不用額が出たというものでございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 私も中学校校区の自分の住んでいるところにも何件かございますので、１件

しかないものを無理して行政代執行をする必要は当然ないんですけれど、明らかに何らか

の対応を取ったほうがいいだろうという案件が実際にはありますので、４０件なら４０件

の特定空家を当然全部ということはなくて進んでいる、いわゆるきちっとした解決方法で

進んでいるものもあるわけですから、ただそういう行政代執行の対象になるものも何件か

あるはずだろうと思うんで、住民の皆さんの生活の安全・安心を脅かしているというとこ

ろがある物件がございますので、そこに関しては１件をやったから今年度は終わりという

ことではなくて、そういった案件に対してはもう少し前向きというか積極的にやっていた

だくように要望したいというふうに思います。例えば特定空家のこの問題、空き家の問題

も含めて、これは以前も市営住宅の空き家等を借り上げしてという話もあったと思うんで

すけど、１年間この事業をやってみて、特定空家の除去じゃなくて空き家問題全体の問題

を扱ってみられて、例えば市営住宅の新たな建設とかということはないという流れの中で、

つまり民間住宅の借り上げという話があったと思うんですけれど、これは空き家対策の問
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題にも寄与すると思うんですけど、そこは部内でそういう話になったりとかはなかったで

すかね。この１年間の総括をして見られていかがですか。そういう話はなかったですか。 

○田村委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 昨年から住宅政策課のほうが行っております市営住宅の長寿命化

計画の中でも民間空き家の活用ということを取り上げまして、その中で行政が持つ市営住

宅と民間が持っておられる住宅、これの空き家を利用しながら全体的なバランスをとりな

がら住宅政策を行っていこうという、そういった住宅の面での話はもう春から長寿命化の

話もありますので、中ではそういった話をしておるところでございます。 

○田村委員長 岡田委員。 

○岡田委員 ぜひとも１年事業をやってみられて、その空き家対策というのが今やってお

られる事業、今やっている対策だけでは解決がかなり難しい部分があるんだろうと思うん

ですね。そうしますと以前からありますように市営住宅の空き家活用、民間の空き家活用

というものは以前から議論があったわけですし、県でもそういうことを推し進めておられ

ますんで、ぜひともその辺り、事業をやってみてそういう方向性も必要だなということの

確認が取れれば、ぜひともそういった方向に進んでいただくように要望しておきたいと思

います。私からの質問を終わります。 

○田村委員長 暫時休憩いたします。 

午後２時５９分 休憩 

午後３時１４分 再開 

○田村委員長 予算決算委員会を再開いたします。 

次に、一院クラブ、遠藤委員。 

○遠藤委員 一院クラブの遠藤通です。議案第８５号、令和元年度一般会計等の決算の審

査に当たって、借地料の現状と減額の実態について伺います。まず、平成２８年度に不動

産鑑定を実施して以降、令和元年度までの全体の減額額と減額率はどのような経緯になっ

ておりますか御説明を求めます。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 平成２８年度以降令和元年度までの不動産鑑定を行ったものにつきまし

ての全体の減額の額と減額の率についてでございますが、額は４６８万６，７７２円、そ

れを率にいたしますと３．２８％の減ということになっております。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 何かどこかでトラブルが起きておるようですね。私が聞いたのは２８年度の

不動産鑑定を実施した以降、令和元年度までの全体の借地料の減額額と減額率がどうなっ

ていますかということをお聞きしたんです。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 不動産鑑定を行っているもの、行っていないもの全てということでお答え

いたします。減額の額は５３１万１，４０５円、減額の率は３．６％となってございます。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 不動産鑑定した２８年度の鑑定賃料のその年度の総額と令和元年度の契約

した賃料との差というのは分かりますか。どのくらい開きがあるか。 

○田村委員長 辻総務部長。 
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○辻総務部長 平成２８年度不動産鑑定をした鑑定額が総額で約１億２，８００万という

ことでございまして、令和元年度の借地料がそれを約９６０万程度上回っているところで

ございます。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 ちょっとトラブルがあるようですね。私が聞きたいのは５３１万１，０００

円、前年度に対して令和元年度は減額されてきているということは認めますけども、その

成果が十分であるのかどうなのかということを聞きたかったわけです。つまりそれは鑑定

したときの年度の総額を１００とした場合に見てどうなのかというのが知りたかったわけ

です。後から資料が出れば作ってください。それからもう一つは、平成２２年度に不動産

鑑定をされた１７施設の平成２６年度の契約総額は１億４，８９１万円となっていまして、

鑑定評価の１億５，５４５万よりも６５４万４，０００円減となっておるんです。ところ

が平成２８年度の不動産鑑定と令和元年度の契約実態を対比するとその差が約２２０万あ

るわけです。つまり不動産鑑定をした分と実際の契約額が２２０万多いと、こういうのが

比較して見えるんですけども、これについてはどのような認識をされていますか。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 平成２８年度の不動産鑑定額と令和元年度の契約実態との比較というこ

とでお答えいたしますと、その数字は今遠藤委員がおっしゃった２２０万の数字にならな

いんですけれども、平成２８年度に取得した鑑定評価額に対しまして令和元年度の借地料

の契約状況は、鑑定評価額までまだ契約を低減していただくというのが実を結んでいない

ものもございまして、鑑定評価額に対しまして９６０万円ほど上回っている状況でござい

ます。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 ２２年度と２８年度の不動産鑑定のその後の経過ということには随分開き

があるなという感じを受けます。そこでもう一つ聞きますけども、平成２８年度に不動産

鑑定を実施した施設で契約純賃料が鑑定評価と同額に至っている施設と同額に至っていな

い施設があるというふうに聞いておりますが、その内容についてお示しをいただきたい。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 鑑定評価と同額となっている施設、なっていない施設の施設数と契約件数

についてお答えいたします。鑑定評価と同額で契約している施設は、施設数が１１施設、

契約件数は１５件、また鑑定評価と同額に至っていない施設は、施設数が７施設、契約件

数は９件となっております。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 次に伺いますけども、平成２６年度の市庁舎、市庁舎駐車場と第２庁舎、憩

いの道の契約は、市庁舎、市駐車場が４２０万円、第２庁舎は２２１万円、憩いの道は３

２．２万円、それぞれ鑑定評価より、つまり平成２２年度の鑑定評価よりも低い契約が交

わされてきております。平成２８年度の鑑定評価と令和元年度の契約が同額に至らない理

由はどのように認識されているんですか伺います。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 平成２８年度の鑑定評価と令和元年度の契約が同額に至らない理由につ

いてのお尋ねでございますが、平成２８年度に取得した鑑定評価を基に減額交渉を行って
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いるところでございますが、その評価額が下がったということもございまして、地権者の

方々に御理解をいただけていないことが要因であるというふうに考えております。前回の

鑑定評価に基づく減額交渉の際も多くの皆様に年次的に減額をしていただきましたので、

今回もさらなる減額についてお願いし理解を求める交渉を継続的に行っていきたいという

ふうに考えております。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 私の手元による計算ですと約７８０万ほど、令和元年度に鑑定された分と契

約の額の差が出ているというふうに思っております。もう少し減額の交渉に力を入れてい

ただかなければいけないのじゃないかという印象でこの数字を見ております。 

 そこで個別の問題として伺っておきたいと思うんですけども、一番市民の皆さんの関心

が高いのはこの市役所駐車場と市役所の敷地、これの借地料問題だと思っておりますが、

平成２８年度の鑑定によりますと５，８１７万１，６８０円という鑑定が示されています。

令和元年度の契約額は６，６８１万５，５２０円というふうな契約になっております。そ

の差が約８６４万３，８４０円、こうなっておるわけですが、以前にはもっとこの差が開

いていたと思います。しかし、鑑定額から見ると同じようにこの市役所の契約額と相当開

きがありますけども、これについてはどのような御認識ですか。またなぜこのような開き

が残っているんでしょうか伺います。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 本庁舎の敷地についてのお尋ねでございます。先ほど全体的なお話の中で

も説明させていただいたところでございますが、鑑定評価を基に借地料をお願いしたいと

いうことで、鑑定評価を取って地権者の皆様にお願いに回ったところでございます。本庁

舎につきましても同様にお願いをしたところでございますけれども、地権者の方に御理解

をいただけていない。評価額がそのとき２２と比べて下がってきているというようなこと

もあるかと思いますけれども、御理解をいただけていないというのが要因であるというふ

うに考えております。やはり開きがあるのも事実でございますので、毎年何度かお願いに

お邪魔しておりますけれども、鑑定評価までしていただきますように引き続きお願いをし

てまいりたいというふうに考えております。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 ここで市長さんにちょっとお聞きしておきますけども、市長は就任されてか

ら、この市役所の敷地の駐車場の借地料問題、これについて地権者の方と交渉されたよう

な経緯がございますか、伺っておきたいと思います。 

○田村委員長 伊木市長。 

○伊木市長 私自身が直接交渉したことはございません。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 僕は前市長のときにもかなり厳しくこの問題を問うたことがありますけど

も、私はこれだけの実態になっていることを考えれば、市長自らがやっぱり地権者と交渉

していただいて、市民に対する不安感を取り除いてもらいたいと、このことを要望してお

きたいと思います。そこでもう一つ伺いますけれども、この市役所駐車場とかほかの借地

料の場合も一緒ですが、一つの例として市役所駐車場の場合、平成３０年度と令和元年度

との減額差が３２万３，２４９円とこういうふうに出ているわけですね。これはどこの施
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設の場合にも減額された場合には、こういう差が出るんですけども、問題はこの市役所の

場合に３２万３，２４９円、この差がどういうものを引き合いというか根拠にしながら合

意に至ったんでしょうかお伺いします。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 先ほどにも御説明させていただきましたように、まだ鑑定評価額にはなっ

ておりませんけれども、３０年度から一定の割合といいますか、一定の考えで少しずつ減

額をしていただいているところがございます。この３０万という数字が出ておりますけれ

ども、その係数のようなものは今すぐには御説明できませんけれども、毎年、大体このぐ

らいは下げていただけるというような話の中でその数字が出てきたものでございます。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 全体的に資料をいただいて感じることは、固定資産税額が前年度と同額の様

態で契約が動いております。それは純賃料は僕が今言ったようなこういう形で下がってい

ます。問題はこの数字というのがどこからはじき出された結果、こんな合意をしましょう

となったのか、全体的なその減額の数字というのがどういうふうな裏づけがあるのか、こ

ういうのが見えません。できれば後ほど資料の提出を求めておきたいと思います。 

 そこで、副市長さんに伺っておきたいと思うんですけど、副市長はかつてこの本会議場

で土地問題の不動産鑑定の評価について見解を述べていらっしゃいます。つまり厳格に運

用するものだという言葉が議事録に残っておりますけども、借地料についての不動産鑑定

について運用はどのようにお考えですか。 

○田村委員長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 不動産鑑定についての御質問であります。今委員が引用された部分がどこ

の部分かというのは、私も正確に覚えておりませんが、おそらく土地の例えば購入とか、

売買代金等を決める際の鑑定額というのは、やはり基準になる額としてある程度絶対性が

あるものだというような趣旨でお答えした部分を引用されたんじゃないかなというふうに

思います。一方、これも改めて申し上げるまでもありませんが、いわゆる借地契約という

のは、行政と民間の地主さんであってもいわゆる民民契約と同じ、いわゆる私法の世界、

私法の世界の話でありまして、これはやはり契約で決まってくるものになります。既に結

ばれている借地契約の借地料を変えるということになりますと、当然当初の契約の変更に

なりますので、両者の合意をもってこれを行っていくということが基本になります。その

合意を得るために一生懸命鑑定評価額等をお示ししながら、その額に向けて交渉をしてい

るということが今の状況であります。以上です。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 次に移ります。市の第３次行政改革の実施計画の中に、借地料の問題が掲げ

られていますけども、その中で不動産鑑定の実施は令和８年度と記されております。平成

２８年度の実施から考えると１０年後ということになりますけども、どのような判断でこ

のようなことが計画されようとしていますか、説明を伺います。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 １０年間でまた鑑定評価を行うということを書いたものでございますけ

れども、これは大きな経済変動がない場合、鑑定額での契約ができていれば次回の不動産

鑑定評価を取得するまで借地料は継続するという考え方を示したものではございます。た
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だ本市の方針といたしましては、やはりまずは土地の取得に努めていきたいということが

ございますし、不動産鑑定のこの実施機関につきましても、いろいろな御意見、もともと

１０年というのは不動鑑定士さんのアドバイスをいただいたことが基になってはおります

が、その御意見もいろいろあるというふうに認識しております。今後は鑑定士の御意見を

また改めてお伺いしながら費用対効果や地価の動向も見て、この行革の計画に関わりませ

ず検討はしてみたいというふうに考えております。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 不動産鑑定士さんが以前に見解を述べておられる中には、固定資産税の評価

替えの３年目とするか、契約書に公租公課の変動時とするかということを考えたらどうか

という御意見を寄せていらっしゃるというふうに聞いております。そういう観点から見て、

私は１０年というスパンの不動産鑑定の実施期間は短縮されるべきだと、そのことを要望

しておきたいと思います。 

 最後に、借地契約と中途解約の問題について伺いますけども、米子市が借地しておる契

約書には、解約条項というのが全てにわたって契約書に書かれているんでしょうか伺いま

す。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 借地契約の契約書に解約条項が全て書かれているかどうかということに

ついてですけれども、全ての契約書に解約権の特約、解約権留保特約が盛り込まれている

というわけではないところでございます。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 全てに入っていないというのがどういうわけなのか御説明いただきたいと

思うんですが、もう一つ、１５施設の中で市庁舎と新庁舎駐車場及び第２庁舎、これに特

約条項が入っていないんですが、これはどういうわけでしょうか。 

○田村委員長 辻総務部長。 

○辻総務部長 中途解約権というのがおっしゃいますようにこの駐車場の敷地の契約書

等にはないところでございます。最近の契約は借地借家法ができてからになろうかと思い

ますけれども、そういったところでは御指摘の解約権の特約が契約書に盛り込まれている

ものがあるところでございます。法の中では中途解約というのは、借主からも貸主のほう

も原則的には認められていないということがありまして、このためこの土地を借りた当時

の契約書にはそういった当然そういう特約条項も盛り込まれていなかったというふうに考

えております。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 他の施設には全部特約条項が入っているんです。ただこの３施設だけは入っ

ていない。これはちょっと分かりません。今おっしゃった契約上にそれができないんだと

いうことを言われているけど、私が弁護士さんの資料を見ていると、特約条項は十分でき

るという判断をされている弁護士さんがいらっしゃいます。そこで伺いますけど、問題は

何を聞きたいかというと、中途解約をした場合にこういう中途解約条項を入れることによ

って損害賠償に対するいろんな障害を事前に防いでいこうというのが商法の確認事項にあ

るんじゃないかと理解しますけども、そういう効力がこれには働かないんですか。 

○田村委員長 伊澤副市長。 
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○伊澤副市長 中途解約特約に関する御質問でありますが、まず最初に中途解約した場合

のいわゆる損害賠償の話でありますが、これはその時点で両者が協議して決めるというこ

とになると思います。もちろんあらかじめ解約条項の中で、例えば解約した場合に損害賠

償等を請求しないというような特約を結べばそれが生きると思いますが、特段の損害賠償

について契約上特段の定めがない場合は、その時点で両者が協議して決めるということに

なると思っております。それから先ほど御質問がありました特約条項が設けられるか設け

られないかという話については、当然契約でありますので、両者が合意すれば設定できる。

逆に言うと両者が合意しなければ設定できないというものだと思っております。それから

もう一つ本庁舎等についてその設定がないのはおかしいじゃないかということですが、そ

れは当時、恐らくということをあえて言いますが、当時中途解約するという考え方がなか

ったということによるものだと思っております。以上です。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 借地契約の本庁舎の場合も最終年度は決まっておりますけど、契約料金は毎

年契約に変わっていますよね。そういうことを考えると何か中途でもそういうものの交渉

ができたんじゃないのかなというふうに私は思っておるわけです。 

 そこで最後にお聞きしますけども、いまこの庁舎敷地、駐車場敷地についての用地取得

に向けて交渉が行われているわけでありますけども、申し出条項がありませんけれども、

結局損害賠償というような話については、双方の合意によるものなのか、あるいは、解約

条項でも合意して事前に決めておけば、損害賠償を払わでも済むような話ができるのか、

その辺の判断はどう見てらっしゃいますか。 

○田村委員長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 重ねての御質問であります。本庁舎に限っての御質問だと思いますが、結

論から申し上げますと、実際特約条項がないわけでありますので、特約条項を前提とした

話というのはできないと思います。したがって、我々のほうからいわゆる契約の解除権と

いうものを盾に今後話をするという環境にはないと、したがってあくまでも、現行の契約

を途中で、６０年間という契約の途中で変えさせていただきたいということをお願いする

しかないということでございます。これは具体的には買取りという形で解決させていただ

きたいということをお願いしているわけであります。それに伴いまして、現行の賃貸借契

約が途中で解消することになるわけであります。その際の損害賠償については当然、両者

で協議して決めるということになると思っております。以上です。 

○田村委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 負担のないように、いい合意ができることを期待しておきます。 

以上で終わります。 

○田村委員長 以上で決算に対する総括質問は終了いたしました。 

 なお、分科会審査の担当部分につきましては、お手元に配付しております予算決算委員

会・分科会審査日程表及び審査担当表のとおりといたします。 

 次回の本委員会は、９月２５日午前１０時から開催いたします。 

 以上で本日の予算決算委員会を終了いたします。 

午後３時３７分 閉会 
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米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。  
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